
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
の
庄
屋
が
把
握
し
た
文
書
・
情
報
を
、
日
記
や
出
勤
録
、
御
用

書
留
帳
、
現
存
文
書
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
連
携
、
接
続
し
て
い
る
か
解
明
す
る
も

の
で
あ
る
。
対
象
は
、
幕
府
領
の
肥
後
国
天
草
郡
高
浜
村
上
田
家
文
書
、
庄
屋
上

田
家
七
代
源
太
夫
宜
珍
で
あ
る
。
宜
珍
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
年
か
ら
文
化

一
五
年
（
一
八
一
八
）
ま
で
庄
屋
を
勤
め
て
お
り
、
今
回
分
析
す
る
文
化
一
五
年

は
、文
化
一
〇
年
に
島
原
藩
預
か
ら
長
崎
代
官
直
轄
支
配
変
更
後
の
時
期
で
あ
る
。

　

前
著
で
は
「
下
書
・
構
想
と
し
て
の
日
記
」
と
し
て
、
文
化
四
年
の
日
記
、
文

書
、
御
用
書
留
帳
を
比
較
し
概
要
を
示
し
た（1）
。
そ
こ
で
は
①
日
記
と
現
文
書
と

比
較
し
、
日
記
に
は
、
計
一
一
三
点
、
月
平
均
約
一
〇
点
の
文
書
・
書
状
写
、
文

化
四
年
の
年
紀
文
書
二
九
点
の
約
四
倍
の
量
、
②
上
田
宜
珍
が
作
成
、
送
付
し
た

書
状
は
、
全
体
の
四
分
の
三
の
三
二
点
に
の
ぼ
り
、
手
元
に
残
ら
な
い
、
修
正
が

多
く
下
書
・
構
想
と
し
て
日
記
に
記
録
、
③
御
用
書
留
帳
に
は
、
主
に
触
や
御
用

状
継
送
、
書
状
写
し
を
記
し
、
差
出
は
代
官
や
遠
見
番
、
会
所
詰
大
庄
屋
、
大
江

組
大
庄
屋
で
あ
り
、
日
記
と
は
異
な
る
記
録
分
担
で
あ
り
、
庄
屋
が
収
集
し
た
情

報
の
大
系
を
示
す
と
ま
と
め
た
。
そ
の
上
で
文
化
四
か
ら
五
年
の
疱
瘡
流
行
と
対

策
に
つ
い
て
、
日
記
の
文
書
写
と
現
文
書
両
方
を
使
い
解
明
し
た
。
し
か
し
内
容

分
析
を
優
先
し
た
た
め
、
同
年
内
全
体
の
比
較
や
御
用
書
留
帳
を
組
み
込
ん
だ
分

析
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
上
田
宜
珍
が
庄
屋
を
退
任
し
忰
順
一
郎
が
庄
屋
に
就
任
す

る
、
文
化
一
五
年
（
四
月
二
二
日
文
政
改
元
）
を
対
象
と
し
、
日
記
、
出
勤
録
、

御
用
書
留
帳
、
文
書
（
原
本
、
現
存
す
る
独
立
文
書
）
間
の
連
携
、
接
続
を
考
え

て
み
た
い
。
例
え
ば
、宜
珍
の
庄
屋
退
任
の
文
書
原
本
は
文
政
元
年
寅
一
二
月「
加

役
御
書
付
」
と
し
て
現
存
す
る（2）
。
同
年
の
日
記
に
は
、
一
二
月
一
二
日
「
御
役

所
江
順
一
郎
代
養
右
衛
門
、
高
浜
年
寄
伝
次
平
御
呼
出
、
大
江
大
庄
屋
松
浦
平
八

郎
殿
一
同
罷
出
候
処
、
左
之
通
被
仰
渡
候
」
と
あ
り
、
つ
ぎ
の
「
御
書
付
写
」
が

続
く（3）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫

其
方
儀
年
来
御
用
向
出
情
相
勤
神
妙
之
至
ニ
候
、
乍
併
及
老
年
組
用
村
用
共

引
請
相
勤
候
儀
ハ
大
儀
之
次
第
ニ
も
有
之
、
旁
忰
順
一
郎
儀
今
般
高
浜
村
庄

屋
役
申
付
候
間
、
村
用
之
義
ハ
同
人
江
為
勤
、
其
方
儀
ハ
是
迄
之
通
庄
屋
役

之
役
名
ハ
其
侭
差
置
、
組
大
庄
屋
若
年
ニ
付
組
用
後
見
い
た
し
入
念
可
相
勤

候　

右
申
渡
候
、
以
上

印　
　
　

寅
十
二
月

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携

東　
　
　
　

昇二
一
九

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



　

こ
の
宜
珍
の
書
付
の
後
、
順
一
郎
の
庄
屋
役
儀
申
付
が
あ
り
、
最
後
に
「
右
之

通
難
有
被
仰
渡
候
」
と
感
想
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
御
用
書
留
帳
に
は
、

一
七
日
付
で
大
江
大
庄
屋
松
浦
平
八
郎
が
、高
浜
か
ら
都
呂
々
ま
で
の
庄
屋
衆
に
、

宜
珍
・
順
一
郎
の
書
付
写
を
触
れ
流
し
、
高
浜
へ
は
大
江
か
ら
到
来
し
小
田
床
へ

継
ぎ
送
っ
て
い
る（4）
。
添
書
に
は
、
役
所
か
ら
の
申
付
を
村
々
で
承
知
す
る
よ
う

に
知
ら
せ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
文
書
原
本
の
み
で
は
判
明
し
な
い
宜
珍
の
感
想
、

伝
達
経
路
な
ど
を
、
日
記
や
御
用
書
留
帳
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
は
、
岩
城
卓
治
氏
の
手
紙
に
関
す
る
分
析
と
共
通
す
る
。
岩
城
氏
は
、
石

見
国
大
森
町
の
商
人
熊
谷
家
の
手
紙
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
紙
が
み
え
な

い
近
世
社
会
の
あ
り
方
が
凝
縮
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、「
歴
史
史
料
と
し
て
の
手

紙
の
可
能
性
」
の
論
点
を
提
供
し
て
い
る
と
す
る（5）
。
そ
の
中
で
手
紙
は
、
公
文

書
か
ら
は
み
え
な
い
生
々
し
い
近
世
人
の
生
き
る
現
場
が
み
え
る
だ
け
で
は
な

く
、
公
文
書
か
ら
み
え
る
歴
史
像
の
虚
偽
性
や
限
界
性
を
考
え
さ
せ
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
同
様
に
文
書
化
さ
れ
た
現
存
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
日
記
や
出
勤
録
、

御
用
書
留
帳
に
写
さ
れ
た
文
書
を
同
等
に
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
文
書
が
作
成
さ
れ

た
背
景
、
案
件
の
経
緯
な
ど
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
前
稿
で
対
象
と
し
た
寛
政
前
期
は
、
宜
珍
の
三
〇
代
、
庄
屋
就
任
期
で
あ

り
、
こ
の
時
期
の
宜
珍
の
行
政
や
思
想
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
展
開
を
み
る
こ
と
が

で
き
た（6）
。
庄
屋
就
任
期
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
庄
屋
退
任
、
世
代
交
代
期

の
特
徴
を
よ
り
あ
き
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
文
化
一
五
年

日
記
と
御
用
書
留
帳
に
記
さ
れ
る
文
書
の
写
を
分
類
し
、
江
月
院
一
件
を
事
例
に

そ
の
連
携
を
み
る
。
つ
ぎ
に
上
津
深
江
一
件
と
崎
津
村
一
件
と
い
う
村
外
の
案
件

対
応
に
お
け
る
、
日
記
と
出
勤
録
と
別
冊
の
書
き
分
け
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ

し
て
白
帆
大
船
の
来
航
注
進
を
事
例
に
、日
記
に
本
文
が
写
さ
れ
た
「
異
船
取
斗
」

と
、
そ
の
他
の
書
状
や
飛
脚
の
情
報
の
経
緯
を
述
べ
、
庄
屋
が
収
集
し
た
情
報
の

大
系
の
実
態
、
文
書
の
連
携
を
解
明
し
た
い
。

１
日
記
の
文
書
と
書
状
の
写

１―

１
「
覚
」
と
い
う
文
書

　

文
化
一
五
年
日
記
に
は
、
文
書
七
七
点
、
書
状
四
一
点
、
合
計
一
一
八
点
の
写

を
確
認
で
き
る
（
表
一
）。
文
書
は
「
請
取
申
米
之
事
」
な
ど
、
表
題
が
あ
る
も

の
が
五
九
点
、
こ
の
内
「
覚
」
四
八
点
、
そ
れ
以
外
が
一
一
点
と
な
る
。「
覚
」

の
内
三
四
点
（
七
〇
％
）
は
上
田
家
作
成
で
、
宜
珍
二
八
点
、
順
一
郎
六
点
、

一
二
月
六
日
ま
で
は
宜
珍
、一
九
日
以
降
順
一
郎
と
庄
屋
交
代
に
連
動
し
て
い
る
。

宛
名
数
別
に
み
る
と
、
①
会
所
詰
大
庄
屋
宛
一
〇
点
、
内
容
は
郡
内
の
臨
時
割
、

会
所
粮
米
給
米
、
牧
野
大
和
守
御
用
や
流
人
死
去
届
な
ど
で
あ
る
。
②
冨
岡
役
所

宛
四
点
は
年
貢
米
の
積
廻
、
同
初
納
銀
、
二
納
銀
送
付
状
、
③
崎
津
附
・
大
江
崎

附
遠
見
山
方
番
人
宛
七
点
は
給
米
渡
、
④
大
江
大
庄
屋
宛
三
通
は
組
割
、
田
畑
旱

損
届
、
御
蔵
次
米
、
⑤
会
所
小
山
清
四
郎
宛
二
点
は
二
納
銀
、
銀
納
皆
納
、
⑥
宗

教
者
宛
二
点
は
、
伊
勢
太
夫
横
橋
一
学
へ
の
初
穂
・
餞
別
、
江
月
院
御
納
所
へ
の

年
中
斎
米
回
向
依
頼
、⑦
宛
名
無
四
点
は
冨
岡
役
人
谷
島
又
蔵
の
御
用
に
よ
る
昼
・

泊
の
賄
代
で
あ
る
。

　

上
田
家
以
外
の
「
覚
」
の
作
成
者
は
、
冨
岡
町
年
寄
岡
部
佐
野
左
衛
門
泰
隆
が

三
点
と
ま
と
ま
り
、
こ
れ
は
諸
国
か
ら
天
草
へ
到
来
し
た
旅
人
の
船
揚
・
目
的
の

場
所
を
保
証
す
る
添
手
形
で
あ
る（7）
。
そ
の
他
、
長
崎
代
官
手
代
井
原
甚
八
の
年

貢
皆
済
納
、
会
所
詰
大
庄
屋
の
会
所
粮
米
給
米
依
頼
、
大
江
大
庄
屋
か
ら
冨
岡
役

二
二
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号



表1　文化15年日記の文書分類
番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

11月 13日

1月 13日

1月 14日

1月 16日

1月 16日

1月 18日

2月 27日

2月 30日

3月 1日

3月 1日

3月 1日

3月 8日

3月22日

4月 3日

4月 4日

4月 5日

4月 6日

4月11日

4月 14日

4月 20日

4月 28日

4月 28日

5月 6日

5月 7日

5月 12日

5月 17日

5月 18日

5月 18日

5月 19日

5月 19日

6月 5日

6月 16日

6月 21日

6月 23日

6月 27日

7月 2日

7月 3 日

7月 3日

寅1月13日

1月 13日

1月 15日朝

1月16日

1月 16日

丑1月17日

2月 27日

2月 30日夜

3月1日

文化15年寅2月

寅2月

3月8日

3月22日

4月 3日

4月 4日

4月 5日夕

4月6日

4月11日

寅4月14日

4月 21日

寅4月29日

4月 29日

5月 6日

5月 8日

5月 18日

5月 18日

5月 19日

5月 19日

寅5月

6月16日

文政元年寅6月

6月24日

6月 27日朝

7月2日申下刻

7月3日巳之刻

7月3日未下刻

文書

文書

書状

書状

書状

文書

文書

書状

文書

文書

文書

書状

書状

書状

書状

書状

書状

書状

文書

書状

文書

文書

文書

書状

文書

書状

文書

文書

書状

文書

文書

文書

文書

文書

書状

書状

書状

書状

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

高浜村年寄中

（上田源太夫）

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

会所詰大庄屋

高浜村丈助印

上田源太夫

上田源太夫

横橋一学様

松浦四郎八様

松浦四郎八様

会所詰庄蔵様

冨岡御役所

冨岡御役所

松浦四郎八様

平井為五郎様

平井為五郎様

平井為五郎様

西島儀太郎殿

松浦四郎八様

松浦四郎八様

上田源太夫殿

会所詰大庄屋様

大江大庄やへ

冨岡御役所

松浦四郎八様

冨岡御役所

冨岡御役所

覚

（書付）

返書

掛合

掛合

（差紙）

覚

懸合

覚

請取申御給米之事

拝借仕御扶持米之事

懸合

飛脚遣

返書

申遣

書状遣

覚

懸合

覚

覚

覚

飛脚遣

覚

覚

覚

返書

差出申一札之事

覚

（届）

請取申御給米之事

覚

伺

届

届書

届書

日記月日 表題分類文書月日 差出 宛名 内容概略
一銭壱貫四百拾弐匁三分五厘　当村分　一同五貫五百目
一御餞別　壱封
一順幸丸何頃上坂可仕哉之段被仰聞奉畏候、此間筑後行
荷物（略）、一当村御普請所之内、去夏及破損候
御飛札相達拝見仕候、然者上野様御註文之焼物御上被下
候処、右品之内段々疵物等有之
江月院後住御定被仰上候趣、去ル十三日為御寄之上被仰
聞候ニ付、村方申談之上
当村半兵衛疱瘡煩出候ニ付、他国へ養生ニ遣候筈申談申
出候処、風波強
兼而談置候上津深江村百姓共願、村入用勘定出入取調申
付度操合来ル廿日迄
一御米三石六斗　緒方幸左衛門殿　一同　三石六斗　新
井繁太郎殿
一筆致啓上候（略）、一測量書上帳十袋ニ入但郡中拾ケ
組分右御返却仕候、尤絵図面入と有之
一米拾石五斗五升　緒方幸左衛門殿　内　七石　　　　
十月廿五日納
一米三石弐斗　此俵八俵　但四斗入　右者当寅年御給米
之内御渡被下慥ニ奉請取候

一御扶持米拾石六斗五升　但当寅年正月大二月大三月小
四月大五月小六月

一筆啓上仕候、然ハ去ル二日夜其御村野火しらか椎ゟ焼
越来、当村鷹林山へ火移候ニ付
一筆啓上仕候、然者当村白木河内仁才共之内十壱人、当
春手遊仕候義相聞
其後万吉悴如何快方ニ相趣候哉、同人義帳面調方ニ立会
候様相成候へハ為御知被下
御飛札拝見仕候、然者御領村大島惣助訴状御裏書一通慥
請取申候、被仰聞候通内
御再翰之趣忝奉畏候、被仰下候通ニ而ハ内済仕間敷候間、
返答書為相認差出候様可仕候
一筆啓上仕候、然者当村寅右衛門訴状奥印之義、大江大
庄屋印判貴地へ有之候ニ付
一筆啓上仕候、然者当村虎右衛門御訴詔申上候一件、村
方ニ而相済不仕
一銭四貫七百目　内百目今日幸之助殿江渡ス、右ハ当村
勇吉方講入札落銭之由、幸之介殿ゟ
暫御物遠罷過候処、各々様愈御安康ニ而冨岡江御出浮被
成候由、此節松浦御氏
一銭壱貫七百目　右者当村武右衛門大嶋惣助方船代銭、
先達而御内済被下候分、今日為持遣
一銭四百四拾八匁五分　右者会所春割当村出分、今日為
持遣申候間御請取可被下候以上
一銭弐拾五文　木銭　御上下弐人　一同四拾文　　但米
代　壱升八十五文かへ　谷島又蔵様御上下御立寄昼賄
一筆啓上仕候、然ハ私儀先月中旬ゟ相痛今以快無御座、
此体ニてハ当分共起立候程も
一銀拾匁　四書古訓壱部代　一同九匁八分　銅たらひ壱
尺一寸口壱ツ代
一筆啓上仕候、然者先達而大嶋船大工惣助当村武右衛門
船代滞一件内済被仰付候通
一丑御年貢銀御取通　壱通　一丑御年貢納御受取書　弐
枚
一本田高五百五石壱斗八升五合　此反別五拾弐町歩　内
　壱石四斗四升八合　寅年荒　難起返分
御紙面委細致承知、丈助へ利解申聞候処、納得之上一札
差出候ニ付、則別紙書付
当村武右衛門ゟ御領村惣助へ可相渡船代、武右衛門ゟ
急々返済難相成
舟売リ損　一銭壱貫弐百七拾目弐分　五月十二日割合書
付請人わり請分
当村唐芋作之義、重立候百姓ハ六七歩通位、中百姓ハ三
四歩通位（略）、一右之外夏毛畑物之分も
一米弐石　此俵五俵　但四斗入　右者当寅年御給米之内
御渡被下慥奉請取候、依之一札差上

一御本田五拾弐町歩　内三町八反三畝十二歩　荒地引
（略）、一畑物之義去ル十六日御届仕候通リ御座候処　田
畑旱損御届
一筆啓上仕候、然者去ル廿三日辰刻出之御廻状、其夜四
ツ過相達被為仰触之趣奉畏
急飛脚を以申上候、然ハ今日八ツ時当村荒尾岳放火場近
辺火手相見候ニ付
白帆大船壱艘、今日辰ノ下刻当村西平大ケ瀬沖、地方ゟ
三里程之所ニ相見候段
今日御届申上候白帆大船之儀、巳刻頃迄者野母崎之様差
向走居候処

高浜村庄屋
上田源太夫

会所詰大庄屋
御衆中

崎津附遠見山
方御番人衆中

崎津村御番人
御衆中

小田床村御年
寄衆中

会所詰大庄屋
御衆中
会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中
会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中
会所詰大庄屋
御衆中

尾上文平様、酒
井平太兵衛様

高浜村上田源
太夫

会所詰大庄屋
御衆中

冨岡御役所
御判

崎津附山方役
奥山勝三郎判

高浜村庄屋
上田源太夫

高浜村上田
源太夫

崎津附山方
役奥山勝三
郎判

高浜村庄屋
上田源太夫
高浜村庄屋
上田源太夫

崎津附遠見番
新井繁太郎
判、同緒方幸
左衛門判、大
江崎遠見番吉
村弥左衛門判

上田源太夫二
二
一

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



番号

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

7月 3日

7月 3日

7月 4日

7月 10日

7月 10日

7月 18日

7月 27日

7月 27日

7月 28日

7月 29日

8月 11日

8月 16日

8月 17日

8月 17日

8月 22日

8月 23日

8月 24日

8月 27日

8月 28日

9月 1日

9月 2日

9月 3日

9月 8日

9月20日

9月 22日

9月 22日

9月 22日

9月 28日

9月 28日

10月 5日

10月 5日

10月 5日

10月 5日

10月 11日

10月 13日

10月 13日

10月 13日

7月 3日

寅7月

7月4日巳中刻

寅7月

7月11日

7月 18日

7月 27日

7月 27日

寅7月26日

7月 30日

8月 11日

8月 16日

寅8月

寅8月

寅8月23日

8月 23日

8月 24日

寅8月

8月28日

9月 1日

9月 2日

9月 3日

寅9月

寅9月22日

9月 22日

9月 22日

9月 29日

9月 27日

寅10月 5日

寅10月 5日

寅10月 5日

9月 5日

寅10月 14日

寅10月 14日

寅10月 14日

書状

文書

書状

文書

書状

書状

書状

書状

文書

文書

書状

文書

文書

文書

文書

文書

書状

文書

書状

書状

書状

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

書状

文書

文書

文書

文書

上田源太夫

（御役所）

上田源太夫判

冨岡御役所

上田源太夫

上田源太夫

会所詰大庄屋

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

会所詰大庄屋

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

高浜村

冨岡御役所

松浦四郎八様

庄屋衆中

冨岡御役所

松浦四郎八様

江月院様

冨岡御役所

冨岡御役所

上田源太夫殿

冨岡御役所

高浜村

届

（被仰下）

書状遣

掛合

申来

返書

覚

覚

届書

覚

（添手形）

（添手形）

御届申上候事

覚

覚

返書

遣

（申遣）

（往来御手形）

請取申米之事

覚

覚

覚

覚

覚

覚

覚

覚

覚

覚

覚

覚

日記月日 表題分類文書月日 差出 宛名 内容概略
一御役所ゟ当村江被仰渡之御書付、御遣慥ニ受取拝見奉
畏候
火之儀取調候処、当時冨岡表ニ非常備之人数相詰候儀ニ
も無之、致放火候而も
昨日御届申上候白帆船之儀、今暁山之峠より遠見為仕置
候処、沖間帆影も相見へ
今般白帆注進方時々行届候ニ付、委細長崎表へ申上候処、
其御筋江も御噂之上
一昨九日御仕出之村継御状、昨十日夕方相達奉拝見候処、
今般白帆御注進方
一筆啓上仕候、然ハ其御村唐崎虎蔵へ当村藤七方ゟ、去
ル酉年元銭壱貫五百目口入仕
態と得御意候、然者当寅年ゟ来ル辰年迄三ケ年、御倹約
方ニ付運賃積之儀
御飛札相達拝見仕候、然者当寅ゟ来辰迄三ケ年、御倹約
方ニ付運賃積之義

上毛群馬郡前橋要助　右之者当町へ到着いたし、牛深村
へ罷越度段申出候ニ付

一銭五百四拾六匁五分　右者去丑臨時物当秋割請、当村
出分為持遣候間
一筆啓上仕候、然者一昨九日当村漁船沖間ニ而流物ニ行
当リ取上候品物

甲斐国山梨郡飯田新町秀蔵　徳蔵　右之者共当町ヘ致到
着、牛深村ヘ罷越度段申出候ニ付

武州江戸浅草東仲町周補　新次郎　右之者共当町ヘ致到
着、牛深村ヘ罷越度段申出候ニ付

高浜村百姓徳兵衛母　いと当寅九十一才　右之母去丑二
月中長命御届仕置候処
当村御預流人利八当寅五十四才 右者先月上旬頃ゟ病気付
候ニ付、医師相頼段々養生仕候得共
一筆啓上仕候、然者当村預リ流人利八、先月上旬頃ゟ病
気付段々養生為仕候得共
一御廻米　二ツ半石ニ付　運賃四匁六七分位御手取　御
定五匁出　島原御運賃積方御聞届
貴札拝見仕候、然者当年手本米当村より仕出、会所触日
限通リ差出候様被仰聞候ヘ共
貴札拝見仕候、然者当村宇三郎と申もの当寅廿五歳相成、
長崎御役所附片山三太夫様

一筆啓上仕候、然ハ荒地難起返分之内

牛深ヘ居候礼右衛門倅保平、昨九ツ時病死仕候段只今申
来候
長崎太平寺虚無一勢就法用其村々江罷越候、海陸無異儀
可被相通候

一米拾石　右者高浜村御物成唐舟漂着入用去丑御置米之
内

一上白焼物土百五拾斤　但正味拾弐貫目入弐叺　代丁銭
百廿九文　但百斤ニ付銭八十六文替
一焼物土上白、百五拾斤　但正味拾二貫入弐叺　右者牧
野大和守様御用ニ付貴地迄以村継差上
一焼物土弐叺　但正味拾弐貫目入　外ニ会所行書状壱封
添　右者牧野大和守様御用ニ付
一銭七百壱匁七分　但臨時割一町田組渡道造リ内田村渡
共ニ
一寅米三百廿石三斗五升三合　高浜村　内六石　畑米願石
代　会所粮給所々宿米、右ハ当寅御年貢米差引書面之通
一御米四拾石九斗七升　高浜村　此俵百弐俵壱斗七升　
但四斗入　右者当寅御年貢米之内今日積廻申候
一米壱石三升弐合五勺　高浜村　此俵弐俵弐斗三升弐合五
勺　但四斗入、右者会所粮米給米所々宿米共御書付之通

高浜村　皆済納　一米四拾石九斗六升四合　請取　高木
作右衛門手代井原甚八判

一筆啓上仕候、然者当村御年貢米、別紙送書之通積廻申
候間、御蔵納被仰付候様

一内札百拾壱枚　一明俵拾俵　一菰拾五枚　一荒糠　〆
　右之通為持差遣候間御請取可被下候

一御米四石八斗 緒方様　一同　四石八斗 新井様　一同
　四石八斗 奥山様
一御米三拾弐石四升　此俵八拾俵四升　但四斗入　右者御蔵次
米之分、今日其御村役人中江相渡積送申候間、御請取可被下候
一御米四石八斗　十月十四日馬ゟ遣、立会又右衛門付添
　此俵拾弐俵　但四斗入

冨岡町年寄
岡部佐野左
衛門泰隆書
判

冨岡町年寄
岡部佐野左
衛門泰隆書
判

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中
会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

崎津附遠見山
方御番人衆中
崎津附遠見山
方御番人衆中
大江崎吉村弥
左衛門様

会所詰大庄屋
御衆中

会所詰大庄屋
御衆中

崎津附遠見御
番人御衆中

大江松浦四郎
八様

会所詰大庄屋
御衆中

冨岡町年寄
岡部佐野左
衛恭隆書判

高浜村上田
源太夫
高浜村上田
源太夫

島原問屋木
田伝左衛門

高木作右衛門
手代中田官蔵判

文化元寅年
8月10日

（異船取斗方之義
被仰渡書付

崎津村年寄
新助、吉田
龍太郎印判
無之手札
高浜村庄屋
上田源太夫印

右村庄屋上
田源太夫

高木作右衛門
手代井原甚八判

高浜村庄屋上
田源太夫

上田源太夫殿、
伊野又七郎殿

大庄屋、庄屋
衆中

大庄屋、庄屋
衆中

順幸丸祐右衛
門様
大江松浦四郎
八様

天草郡村々役
人中

小田床村ゟ冨
岡町迄庄屋衆中

一椎茸入箱　壱ツ　浅七船取揚分　一明箱　三ツ

二
二
二
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番号

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

10月 14日

10月 17日

10月 18日

10月 18日

10月 19日

10月 22日

11月 3日

11月 3日

11月 18日

11月 18日

11月 18日

11月 20日

11月 23日

11月 24日

11月 26日

11月 28日

11月 28日

11月 28日

12月 1日

12月 4日

12月 4日

12月 5日

12月 5日

12月 5日

12月 8日

12月 9日

12月 10日

12月 12日

12月 12日

12月 16日

12月 16日

12月 16日

12月 20日

12月 20日

12月 24日

12月 24日

10月 14日

文政元年寅10月

寅10月

10月 15日

寅11月 3日

11月 3日

寅11月 17日

寅11月 17日

寅11月 17日

寅11月 21日

寅11月 23日

11月 24日

寅11月 25日

11月 28日

11月 28日

11月 28日

12月 1日

寅12月 5日

寅12月 5日

12月 5日

12月 6日

12月 6日

12月 8日

12月 9日

寅12月 10日

寅12月

寅12月

寅12月

寅12月

12月 19日

12月 20日

12月 24日

12月 24日

書状

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

文書

書状

文書

文書

書状

書状

書状

文書

文書

文書

文書

書状

書状

書状

文書

文書

文書

書状

文書

文書

文書

文書

文書

文書

上田源太夫

上田源太夫

高浜村年寄中

上田源太夫

（御役所）

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

上田源太夫

冨岡御役所

（冨岡御役所）

（冨岡御役所）

上田順一郎

上田順一郎

吉村弥左衛門様

冨岡御役所

冨岡御役所

冨岡御役所

右名前

松浦平八郎様

上田源太夫

松浦平八郎様

松浦平八郎様

冨岡御役所

伊野又七郎様

松浦平八郎様

上田源太夫

冨岡御役所

御役所

大庄屋御衆中

奥山勝三郎様

返書

覚

請取申御給米之事

拝借仕御給米之事

覚

覚

覚

覚

（添手形）

（添手形）

（添手形）

覚

（差紙）

（差紙）

（書付）

書状

返書

覚

覚

覚

覚

懸合

掛合

懸合

（差紙）

御書付写

（被仰渡）

返書

以書付御請申上候事

覚

覚

覚

覚

覚

日記月日 表題分類文書月日 差出 宛名 内容概略
一筆啓上仕候（略）、然ハ其節小田床ヘ御掛合御状之返
書到来次第差遣候筈之処
一銭拾貫目　大江村　一同弐拾貫目　内壱貫五百目　当十
一月ゟ来ル卯九月迄拾貫目他借利合引　別紙帳面ニ委シ
一米四石八斗　此俵拾弐俵　但四斗入　右者来卯年御給
米之内御渡被下慥奉請取候

一御給米拾弐石、但当寅十月渡之分壱人前四石宛　一同、
四石八斗、但明卯年二月渡之分壱人前壱石六斗宛

一御米弐石弐斗　緒方様　一同　弐石弐斗　新井様　〆
四石四斗
大和国宇陀郡松山町　高柳寺弟子僧鎧　右ハ冨岡町ヘ舟
揚、岡部氏_添手形町山口ヘ
一御銀三貫三百目　高浜村　外ニ弐拾三匁壱分　込銀　
右者当寅御年貢初納御銀

高浜村　一銀五百目　長崎会所包　壱分三リ欠　　　　
一同三拾六匁四分　五リ五も込　　　崎印
右之通今日積廻申候間御掛改可被下候

備中笠岡町孝道　右ノ者当町ヘ致到着、牛深村ヘ罷越度
旨申出候ニ付、往来等相改差通申候

御用之義有之候間明後廿七日迄ニ可罷出候、其節書付可
相返候、以上

御状拝見仕候、然ハ徳忍和尚様御遷化被遊候段奉驚入候、
右ニ付而ハ

右組中年寄印判　　庄屋印判　右持参明廿四日可罷出
候、以上

一御米拾石　代銀五百六拾六匁弐分六厘　外ニ三匁九分
六リ四毛　込銀

高浜村庄屋上田源太夫　其組大庄屋松浦平八郎今般役儀
申付候得共、大江組之儀ハ異法
当組大庄屋松浦平八郎殿へ、今般御役儀御申付被遊候得
共、大江組之義外組ニ無之
御役儀被為蒙仰候段大慶至極ニ奉存候、就而ハ当組之義
外組ニ無之御用向も有之
御飛札拝見仕候、然ハ江月院後住之義、奉紹和尚へ支度
之旨万機長老_書付為差出

高浜村納上種右衛門　内四十目四分替　一銀壱貫五百目
　　八十一匁五分同　　当村二納御銀

一御銀弐貫五百目　高浜村　外ニ拾七匁五分　納入用　
〆　右者当寅御年貢二納御銀
一銭三拾三文　木代　一同六拾文　〆九拾三文　谷島又
蔵様御上下三人　当所御昼ニ相成上下三人様御賄仕候
一銀百廿五匁壱分　内六匁六分　高印小玉包    壱分五リ込　
一銭弐百三拾目　外ニ〆　為持遣候間御皆納被成可被下候
一筆啓上仕候、然者江月院後席願書壱通、印達取揃為持
差遣申候、御上可被下候
崎津村勇次郎一件、委細之儀ハ兼而御承知も御座候由、
今日同人此方へ罷出相咄候
江月院万機長老後席願書、昨日相納候由安心仕候、然処
万機長老成行ニ而ハ後

御用之儀有之間明後十二日朝五ツ時迄之内一同可罷出候

上田源太夫　其方儀年来御用向出情相勤神妙之至ニ候、乍
併及老年組用村用共引請相勤
源太夫忰上田順一郎　其方儀今度高浜村庄屋役申付候
条、已来御用向入念可相勤候
一大江村軍浦政兵衛持地白木河内村新田、津留村庄屋方へ
元銭拾三貫目ニ売渡

一銭五十弐文　木代　一銭八十文　此米壱升　米代　〆
百卅弐文　谷島様当所御泊ニ相成御上下弐人様御賄

印鑑　高浜村庄屋上田順一郎　右印判相用度願出候間、
宜敷被仰付被下置度奉願上候

高浜村庄屋御役儀之義、私江被仰付難有奉御受候、尤已
来御年貢方其外高掛もの

一小玉三匁八分三リ　代丁銭四百四十文　右之通両替仕
代銭差上申候、以上
一石廿四　但六俵入　一同　壱俵　御預置分　一木ノ株壱ツ入壱苞
　一大竹　壱本、　右之通乍御面倒早速谷島様御方へ御上可被下候
一御米五石一二斗　　拾三俵　但四斗入　右者来卯年中
御給米之分前渡之義頃日愚父へ御相談

肥後国宇土郡代右衛門

摂州東成郡天玉寺村冨吉　寅吉　（文段右同断）

崎津附山方役
奥山勝三郎判
崎津附遠見番
新井繁太郎判、
緒方幸左衛門
判、大江崎遠
見番吉村左衛
門判

右村庄屋上
田源太夫

右村庄屋上
田源太夫

岡部佐野左衛
門恭隆書判
岡部佐野左衛
門恭隆書判
岡部佐野左衛
門恭隆書判

冨岡御役所
御判

冨岡御役所
御判

右村庄屋上
田源太夫

上田源太夫忰
上田順一郎
大江組大正屋
松浦平八郎印
高浜村庄屋上
田順一郎印
高浜村庄屋
上田順一郎

崎津附遠見御
番人御衆中

会所詰大庄屋　
庄屋衆中、小
山清四郎殿

大庄や、庄屋
衆中
大庄や、庄屋
衆中
大庄や、庄屋
衆中
崎津村御年寄
衆中

高浜村庄屋上
田源太夫
会所詰大庄屋
衆中

大庄屋　庄屋
衆中、小山清
四郎殿

会所ニ而小山
清四郎様
冨岡ニ而松浦
平八郎様

源太夫忰上田
順一郎

高浜村庄屋見
習上田順一郎、
同村年寄壱人

二
二
三

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



所
へ
の
順
一
郎
印
鑑
届
、
江
月
院
の
借
金
、
島
原
問
屋
木
田
伝
左
衛
門
の
島
原
御

運
賃
積
方
御
聞
届
な
ど
様
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
覚
」
は
、
年
貢
を
は
じ
め
と

す
る
米
・
銀
の
送
付
状
や
印
鑑
届
、
添
手
形
な
ど
、
手
元
に
残
ら
な
い
、
移
動
す

る
文
書
の
内
容
を
日
記
に
写
す
こ
と
で
記
録
を
確
実
に
し
て
い
る
。

　
「
覚
」
以
外
で
文
書
名
が
判
明
す
る
も
の
は
、ま
ず
「
請
取
申
御
給
米
之
事
」「
拝

借
仕
御
扶
持
米
之
事
」
の
五
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
崎
津
附
山
方
役
、
遠
見
番
が

冨
岡
役
所
に
対
し
て
、給
米
・
扶
持
米
を
受
け
取
っ
た
文
書
で
あ
る
。
裏
書
に
「
表

書
之
御
給
米
三
石
弐
斗
、
置
米
之
内
を
以
可
被
相
渡
候
」
と
代
官
手
代
上
野
伸
右

衛
門
か
ら
高
浜
村
役
人
中
へ
の
指
示
が
あ
り
、村
の
置
米
か
ら
給
米
を
支
出
し
た
。

ま
た
「
請
取
申
米
之
事
」
二
点
は
、
崎
津
村
年
寄
、
庄
屋
や
冨
岡
役
所
に
対
し
て
、

高
浜
村
御
物
成
唐
舟
漂
着
入
用
の
置
米
を
拝
借
す
る
も
の
で
、
給
米
と
同
様
、
裏

書
に
上
野
か
ら
高
浜
村
役
人
中
へ
米
を
渡
す
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文

書
は
年
貢
と
し
て
の
物
成
支
払
に
関
す
る
証
拠
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
、先
述
し
た
宜
珍
の
庄
屋
退
任
に
関
す
る
役
所
の
一
二
月
「
御
書
付
写
」

と
、
順
一
郎
の
役
所
宛
の
庄
屋
役
請
書
「
以
書
付
御
請
申
上
候
事
」
は
、
庄
屋
交

代
と
い
う
高
浜
村
・
上
田
家
両
者
に
と
っ
て
重
要
な
文
書
と
い
え
る
。
ま
た
八
月

二
三
日
冨
岡
役
所
宛
の
宜
珍
「
御
届
申
上
候
事
」
は
長
命
届
を
提
出
し
た
村
内
徳

兵
衛
母
い
と
九
一
才
が
死
去
し
た
届
で
あ
る
。
五
月
会
所
詰
大
庄
屋
宛
の
高
浜
村

丈
助
「
差
出
申
一
札
之
事
」
は
、「
丈
助
へ
利
解
申
聞
候
処
、
納
得
之
上
一
札
差

出
候
ニ
付
、
則
別
紙
書
付
差
遣
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
会
所
へ
出
さ
れ
た
文
書

の
写
が
会
所
か
ら
届
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

文
書
名
の
記
載
の
な
い
文
書
一
八
点
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
前
後
の
文
章
か
ら
文

書
名
が
判
断
で
き
る
（
正
月
一
八
日
）。

出典：文化 15 年「日記」（上田家文書 6-22）
注：書状の表題は本文中の表現である。表題のない場合は（　）に適宜記した。内容概略は、原文から抜き書きした。

番号

112

113

114

115

116

117

118

12月 24日

12月 25日

12月 26日

12月 29日

12月 29日

12月 29日

12月 30日

12月 24日

寅12月 25日

寅12月 24日

寅12月

寅12月 29日

寅12月 24日

寅12月晦日

書状

文書

文書

文書

文書

文書

文書

上田順一郎

上田順一郎

上田源太夫殿

    

御役所

庄屋衆中

覚

覚

請取申米之事

覚

覚

覚

日記月日 表題分類文書月日 差出 宛名 内容概略

一筆啓上仕候（略）、然者去十二日順一郎儀当村庄屋御
役儀蒙仰

一銭四拾貫五百目　内五貫目　万機長老御在世之内長崎
払ニ御取替　残三拾五貫五百目　銭三貫五百目差当御手
支ニ付借替呉候様、則左之通書付

筑前御笠郡吉木村六次郎　右之者当町江致到着牛深村江
罷越度旨申出候ニ付、往来手形等

一米拾五石　右者高浜村御物成唐舟漂着入用、当寅年御
置米拝借仕候処相違無御座候

一御米拾五石　此俵三十七俵半　右ハ唐舟御用心米、此
度漂着ニ付拝借御願書ニ御裏書ヲ以相渡候様被仰付候

備中日付（後月）郡高屋村銀重　右之者当町江致到着牛
深村江罷越度旨申出候ニ付、往来等相改差通

一米　弐俵　但四斗入　右者来卯年中為斎米、例年之通
為持差上申候、宜敷御回向奉頼候

江月院万機
代大準判

高浜村庄屋
上田順一郎

冨岡村年寄
岡部左野左
衛門泰隆書
判

岡部佐野左
衛門泰隆書
判

崎津村年寄
松平印、同
村庄屋吉田
龍太郎

緒方幸左衛門
様、新井繁太
郎様、奥山勝
三郎様

内田ゟ順々庄
屋衆中、牛深
迄庄屋

江月院御納所
様

崎津村庄屋吉
田龍太郎殿、
同村年寄中

二
二
四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号



一
御
差
紙
到
来
大
江
行
飛
脚
便
ゟ
、
則
左
之
通

　

兼
而
談
置
候
上
津
深
江
村
百
姓
共
願
、
村
入
用
勘
定
出
入
取
調
申
付
度
操

合
来
ル
廿
日
迄
内
出
勤
有
之
度
候
、
右
申
遣
候
、
已
上

　
　
　

丑
正
月
十
七
日　

 

冨
岡
御
役
所
御
判

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

高
浜
村
上
田
源
太
夫

　

こ
の
よ
う
な
冨
岡
役
所
か
ら
の
出
勤
依
頼
・
呼
出
の
差
紙
四
点
、「
覚
」に
も
あ
っ

た
添
手
形
・
往
来
手
形
六
点
、
作
付
状
況
や
白
帆
船
注
進
の
届
二
点
、
異
船
取
斗

方
、
大
庄
屋
後
見
役
、
順
一
郎
庄
屋
役
任
命
の
役
所
か
ら
の
書
付
・
仰
渡
・
仰
下

四
点
な
ど
で
あ
る
。
役
所
か
ら
の
書
付
は
、
後
述
す
る
が
ほ
ぼ
文
書
原
本
も
現
存

し
て
い
る
。

１―

２
上
田
宜
珍
の
書
状

　

一
方
、
書
状
は
、「
一
筆
啓
上
仕
候
」「
御
飛
札
拝
見
仕
候
」「
貴
札
拝
見
仕
候
」

な
ど
、
書
き
出
し
が
定
型
文
の
場
合
に
は
判
断
し
や
す
い
。
定
型
で
な
い
場
合
、

本
文
中
に
「
大
江
大
庄
屋
へ
左
之
通
掛
合
」
な
ど
「
掛
合
・
懸
合
」「
返
書
」
の

文
言
に
よ
り
書
状
と
判
断
で
き
る
。

当
組
大
庄
屋
松
浦
平
八
郎
殿
へ
、
今
般
御
役
儀
御
申
付
被
遊
候
得
共
、
大
江

組
之
義
外
組
ニ
無
之
御
用
向
も
有
之
、
殊
ニ
相
続
方
仕
法
中
ニ
付
同
人
手
馴

ニ
相
勤
候
迄
、
私
江
後
見
被
仰
付
候
段
、
以
御
書
付
被
仰
渡
候
趣
奉
畏
候
、

早
速
御
請
ニ
罷
出
候
筈
ニ
御
座
候
得
共
、
頃
日
申
上
候
通
風
邪
ニ
而
相
臥
罷

在
候
間
、
快
気
次
第
罷
出
候
様
可
仕
、
先
右
御
請
之
趣
宜
敷
被
仰
上
置
被
下

度
奉
頼
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
廿
八
日　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
衆
中

　

こ
の
一
一
月
二
八
日
大
庄
屋
後
見
役
申
付
に
関
す
る
書
状
の
場
合
、添
状
に「
右

之
趣
会
所
詰
ゟ
宜
敷
被
仰
上
置
被
下
候
様
、
今
日
以
書
状
頼
遣
候
得
共
」
と
、
先

の
文
書
を
「
書
状
」
と
表
し
て
い
る
。
ま
た
文
書
と
判
別
し
難
い
の
が
、
後
述
す

る
七
月
上
旬
の
白
帆
船
注
進
に
関
す
る
も
の
で
、
本
文
で
は
「
届
・
届
出
」
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
作
成
・
宛
名
が
あ
る
た
め
書
状
と
し
た
。
一
方
の
六
月
一
六
日

作
物
被
害
届
は
、
本
文
で
「
届
」
と
さ
れ
る
が
作
成
の
記
載
が
な
い
た
め
文
書
と

判
断
し
た
。

　

つ
ぎ
に
書
状
を
作
成
別
に
み
る
と
、
四
一
点
中
三
六
点
（
八
七
％
）
が
宜
珍
作

成
、
そ
の
他
会
所
詰
大
庄
屋
二
点
、
高
浜
村
年
寄
、
順
一
郎
各
一
点
と
な
る
。
大

部
分
を
占
め
る
の
が
宜
珍
書
状
で
あ
り
、
相
手
へ
の
掛
合
、
返
書
、
届
に
よ
っ
て
、

手
元
か
ら
離
れ
現
物
が
な
い
書
状
の
本
文
を
写
し
記
録
し
た
と
い
え
る
。
最
後
に

宛
名
別
で
は
、
会
所
詰
大
庄
屋
一
四
点
、
大
江
組
大
庄
屋
松
浦
四
郎
八
・
平
八
郎

一
二
点
、
大
庄
屋
平
井
為
五
郞
・
冨
岡
役
所
各
三
点
、
そ
の
他
近
隣
庄
屋
の
尾
上
・

酒
井
・
伊
野
、
崎
津
遠
見
番
吉
村
、
会
所
詰
庄
蔵
各
一
点
で
あ
る
。

　

書
状
を
概
観
す
る
と
、会
所
詰
大
庄
屋
と
組
大
庄
屋
松
浦
氏
へ
と
頻
繁
に
掛
合
、

連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
内
容
は
、
文
書
の
添
状
、
掛
合
・
返
書
な
ど
案

件
の
内
容
説
明
、
届
の
現
状
報
告
な
ど
、
様
式
や
文
字
数
に
も
制
限
が
な
い
た
め

自
由
に
記
述
し
て
い
る
。

二
二
五

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



１―
３
御
用
書
留
帳
に
留
め
ら
れ
る
文
書

　

上
田
家
文
書
に
は
「
御
用
書
留
帳
」
が
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
～
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）、
年
未
詳
も
含
め
て
七
八
点
現
存
し
て
い
る（8）
。
同
様
に
天
草
郡

内
で
御
用
触
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
は
、
本
戸
馬
場
組
大
庄
屋
木
山
家
文
書
で
あ

る
。木
山
家
文
書
の「
御
用
触
写
帳
」を
調
査
し
解
題
を
ま
と
め
た
安
藤
正
人
氏
は
、

触
書
や
達
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
例
と
し
て
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
～

享
和
三
年（
一
八
〇
三
）の「
御
用
触
写
帳
」の
概
要
を
述
べ
て
い
る（9）
。
そ
こ
で
は
、

①
宗
門
改
役
人
の
廻
村
、
②
年
貢
米
の
納
入
、
③
石
代
上
納
銀
の
割
賦
、
④
中
国

船
の
長
崎
入
出
港
に
関
す
る
な
ど
ほ
ぼ
同
内
容
の
触
書
が
毎
年
出
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
ま
た
木
山
家
文
書
内
に
、
冨
岡
役
所
役
人
や
郡
会
所
詰
大
庄
屋
の
書
状
の

か
た
ち
で
送
ら
れ
て
き
た
達
書
や
通
知
が
か
な
り
残
さ
れ
、「
御
用
触
写
帳
」
の

記
載
事
項
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
、
今
後
詳
し
い
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
提

言
し
て
い
る
。

　

今
回
対
象
と
す
る
、
文
化
一
五
年
の
「
御
用
書
留
帳
」
に
は
一
四
八
件
の
触
な

ど
が
記
さ
れ
る（10）
。
こ
れ
を
木
山
家
文
書
の
同
年
の
「
御
用
触
写
帳
」
と
比
較
し
、

収
録
内
容
・
数
の
違
い
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い（11）
。
ま
ず
同
年
の
木
山
家
「
御

用
触
写
帳
」
に
は
、
五
六
件
の
触
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
（
表
二
）。
内
容
別
に
分

類
す
る
と
、
会
所
か
ら
天
草
郡
全
体
に
出
さ
れ
た
触
が
三
四
件
、
会
所
か
ら
本
戸

組
・
東
筋
宛
三
件
、
御
用
状
の
村
継
九
件
、
役
人
の
人
馬
先
触
二
件
、
本
戸
組
内

六
件
、
そ
の
他
二
件
と
な
る
。
同
様
に
上
田
家
の
「
御
用
書
留
帳
」
は
、
会
所
か

ら
天
草
郡
全
体
に
出
さ
れ
た
触
が
二
七
件
、
会
所
か
ら
大
江
組
・
西
筋
・
大
江
大

庄
屋
宛
八
件
、
冨
岡
役
所
か
ら
大
庄
屋
、
宜
珍
宛
七
件
、
御
用
状
の
村
継
四
〇
件
、

役
人
の
人
馬
先
触
一
五
件
、大
江
組
内
三
二
件
、江
月
院
関
係
一
九
件
と
な
る
（
表

三
）。

　

会
所
か
ら
天
草
郡
全
体
に
出
さ
れ
た
触
は
同
数
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
木

山
家
が
七
件
多
い
。
大
庄
屋
と
庄
屋
の
職
務
の
違
い
が
触
数
に
反
映
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
同
様
に
組
内
は
上
田
家
が
五
倍
程
度
多
い
が
、
こ
れ
も
大
庄
屋

発
の
文
書
を
庄
屋
が
書
き
留
め
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
全
体
の
分
量
は
上
田
家

が
三
倍
多
く
、
そ
れ
は
御
用
状
の
村
継
（
四
倍
）、
人
馬
先
触
（
七
倍
）
が
影
響

し
て
い
る
。
内
訳
と
し
て
崎
津
・
大
江
崎
・
牛
深
・
魚
貫
崎
の
遠
見
番
・
山
方
役

人
宛
が
多
く
、
唐
船
漂
着
な
ど
崎
津
御
用
に
関
す
る
東
シ
ナ
海
に
面
し
た
大
江
組

の
特
徴
で
あ
る
。
も
う
一
点
上
田
家
の
特
徴
と
し
て
、
大
江
組
の
旦
那
寺
江
月
院

関
連
が
一
九
件
あ
り
、
つ
ぎ
に
詳
し
く
考
察
す
る
。

１―

４
御
用
と
し
て
の
江
月
院
一
件

　

こ
の
「
江
月
院
一
件
」
は
御
用
書
留
帳
以
外
も
日
記
、
文
書
が
作
成
さ
れ
た
案

件
で
あ
る
。
江
月
院
は
大
江
村
に
あ
る
曹
洞
宗
の
寺
院
で
、大
江
組
八
ヶ
村
の
内
、

福
連
木
・
都
呂
々
村
を
除
く
六
ヶ
村
の
旦
那
寺
で
あ
っ
た
。
旦
中
（
檀
家
）
数

は
、
文
化
一
五
年
大
江
組
全
体
で
一
〇
九
五
九
人
と
一
万
人
を
超
え
る（12）
。
高
浜

村
の
場
合
、
同
年
正
月
一
八
日
の
宗
門
改
の
内
訳
に
よ
る
と
、
人
数
三
四
七
〇
人

中
、
江
月
院
三
三
八
六
人
（
九
七
・
六
％
）、
鎮
道
寺
（
一
町
田
村
一
向
宗
）
八
四

人
（
二
・
四
％
）
と
、
ほ
と
ん
ど
の
村
人
が
江
月
院
旦
中
で
あ
っ
た
。
九
月
一
一

日
「
先
考
廿
五
年
忌
妣
君
一
周
忌
両
霊
仏
事
」
に
、
高
浜
隣
峯
庵
、
今
富
普
済
庵
、

小
嶋
福
聚
庵
、
軍
浦
海
蔵
庵
、
小
田
床
慈
泉
庵
主
が
招
か
れ
て
、
各
村
に
末
庵
が

存
在
し
た
。

　

江
月
院
一
件
と
は
、
文
化
六
年
死
去
の
先
住
職
徳
充
和
尚
の
後
住
を
め
ぐ
る
案

二
二
六

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号



表2　文化15年木山家「御用触写帳」一覧
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

旅人取締につき長崎行の者届け出徹底のこと
魚貫村再度類焼につき村々助成奨励のこと
宗門改役人廻村につき道順のこと
宗門改役人廻村につき諸帳面等準備のこと
芝居狂言等興行禁止のこと
町山口村役人ならびに芝居請元世話人富岡役所へ召喚のこと
町山口村において豊後歌舞伎興行につきお咎めのこと
御用状村継ぎのこと
御年貢銀掛改引替につき大庄屋庄屋印判取集めのこと
御用状村継ぎのこと
櫨宇土村海老宇土郷百姓新兵衛ほか御年貢諸掛物願書差出しにつきお咎めのこと
相続方仕法出入取計らい向きお尋ねにつき召喚のこと
御用状村継ぎのこと
御用状村継ぎのこと
代官手代出郷につき村継人足先触のこと
灰吹銀・潰銀売買取締りならびに銀箔隠打等禁止につき公儀御触のこと
差紙村継ぎのこと
代官手代出郷につき村継人馬先触のこと

木山十兵衛御役所呼出しのこと
改元につき触書のこと
二歩判金新規鋳造につき公儀御触のこと
町山口村祇園社新建、去丑村小入用帳・組入用帳受取りその他につき報知のこと
五ヶ庄へ御用状村継ぎのこと
三ヵ年御倹約につき公儀御触のこと
去子臨時入用舸子役銭割賦のこと
上方盗人九州到来につき旅人改方厳重のこと
八代郡五ヶ庄へ御用状村継ぎのこと
当夏旱魃につき田方水場所・唐芋根付け届出のこと、ならびに流人預り村取決めのこと
魚貫村附遠見番大西和源太殿居小屋修復許可につき通知のこと
五ヶ庄仁田尾村へ御用状村継ぎのこと
二分判金通用ならびに瑕金引替につき公儀御触のこと
壱町田組渡銭ならびに内田村新道普請入用割賦のこと
所々農具市の頃につき無宿旅人改方厳重のこと
村々作柄見分につき代官手代廻村のこと
御用状村継ぎのこと
当寅御年貢手本米差出し、蔵納期日、ならびに明俵・荒糠・菰等差出しのこと
当御預所治方宜しく公儀より御褒詞につき大庄屋庄屋恐悦出頭のこと
永荒高のうち当年二分通り起返りの旨仰渡しのこと
櫨宇土村・楠浦村見取場検地につき延期仰渡しのこと
貯籾御改めにつき郷蔵囲置き・貸付籾詰戻し・不足籾納入等厳重取り計らいのこと
年貢収納につき公儀より御褒詞のこと
亀川村圓覚寺、御役所召喚のこと
肥後渋江治部之助、郡中配札許可につき報知のこと
流人提灯の松五郎逃亡につき人相書手配のこと
当寅御年貢銀初納二納割賦のこと
御年貢銀納入のこと、ならびに楠浦村大多尾村煎海鼠請負人出頭のこと
古分銅使用禁止につき公儀御触のこと
二分判金通用奨励のこと
当寅年肥後国石代値段報知のこと、ならびに八朔御祝儀銀納入そのほかのこと
宗門改役人来月出郷につき諸帳面等準備のこと
伊勢講御師廻村祈祷につき挨拶のこと
当寅御年貢銀三納割賦のこと
郡中大庄屋庄屋御役所年頭挨拶につき期日変更のこと
宗門改役人廻村につき諸帳面等準備のこと
宗門改役人廻村につき道順のこと

天草郡
天草郡
天草
天草郡
天草
本戸組
本戸組
御用状
会所
御用状
天草
会所
御用状
御用状
先触
天草
御用状
先触

天草

本戸組
天草
天草
本戸組
御用状
天草
天草
天草郡
御用状
天草
その他
御用状
天草
天草
天草
天草
御用状
天草
会所
天草
本戸組
天草
天草
本戸組
天草
天草
天草
天草
天草
天草
天草
天草郡
その他
天草
天草
天草郡
天草郡

12
12
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18

19

21
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
33
34
34
35
35
36
36
37
37
37

綱文 頁分類

出典：本渡市教育委員会『天領天草大庄屋木山家文書御用触写帳』3、1998 年 

旅人盗賊取締り、博奕・歌舞伎・見世物・寄相撲禁止、出入筋取締り、はやり神はやり仏取締り、空地植付け、
道橋修理その他につき触書のこと

二
二
七

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



表3　文化15年上田家「御用書留帳」一覧
番号 木山 概要 分類 月日 到来月日 差出 宛名
1 奥山氏山野書付、江月院後住 江月

2 43
（文化14） 宗門改役人来月出郷につき諸帳面等準備 天草 1224 121 会所詰大庄屋 東筋村順西筋都呂々村迄大

庄屋・町役人・庄屋衆中
3 宗旨一件諸書付、秣場野焼御届帳 大江組 204 204 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

4 3 宗門改役人廻村につき道順 天草 114 209 会所詰大庄屋 東筋西筋大庄屋・町役人・
庄屋衆中

5 御用状村継　崎津遠見番人他 御用状 210
6 踏絵人別改衣類髪質素、踏絵出役への接待省略 大江組 210 209 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中
7 御用状村継　崎津山方役奥山他 御用状 215
8 御用状村継　魚貫崎遠見番 御用状 215
9 御用状村継　冨岡山方役江間 御用状 217
10 御用状村継　冨岡御用後役所 御用状 217

11 踏絵役人宿泊予定 大江組 217 218 大庄屋代松浦
平八郎 今冨ゟ都呂々迄庄屋衆中

12 御用状村継　牛深付番人衆中他 御用状 224
13 組元奥本床替割七カ年目 大江組 303 303 大江組大庄屋 高浜ゟ下津深江迄庄屋衆中
14 差紙村継　大江大庄屋 御用状 305

15 5 芝居狂言等興行禁止 天草 210 210 会所詰大庄屋 東筋村順西筋大庄屋・町役
人・庄屋衆中

16 4か村荒地起返御普請 大江組 312 313 大江組大庄屋 高浜小田床庄屋衆中
17 寅会所年番定式一割取立 大江組 323 大江組大庄屋 高浜小田床迄庄屋衆中
18 寅会所年番定式一割覚 大江組 327 大江大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

19 16 灰吹銀・潰銀売買取締りならびに銀箔隠打等禁止につき公儀御触 天草 323 418 冨岡御役所
冨岡町始志岐村ゟ順々郡中
東廻内田村、右村々大庄屋・
町役人・庄屋

20 代官手代井原、崎津御用につき村継人馬先触 先触 421 422
高木作右衛門
手代井原甚八
判

冨岡町～崎津村役中

21 代官手代井原、崎津発陣屋帰につき村継人馬先触 先触 425 425
高木作右衛門
手代井原甚八
判

今冨～冨岡町右村々役人中

22 代官手代井原、崎津御用につき村継人馬先触 先触 428 428 井原甚八判 冨岡町～崎津村右村々役人
中

23 御用状村継　冨岡陣屋上野伸右衛門他 御用状 501
24 御用状村継　冨岡附遠見番人衆中 御用状 503

25 19
旅人盗賊取締り、博奕・歌舞伎・見世物・寄相撲
禁止、出入筋取締り、はやり神はやり仏取締り、
空地植付け、道橋修理その他につき触書

天草 502 503 冨岡御役所 冨岡町他、右村々庄屋・年
寄

26 御用状村継　崎津御用先井原甚八 御用状 503 503 冨岡御役所 冨岡町ゟ順々崎津迄
27 御用状村継　冨岡上野伸右衛門 御用状 504

28 代官手代井原、崎津発帰につき村継人馬先触 先触 504 504
高木作右衛門
手代井原甚八
判

今冨～冨岡町右村々役人中

29 御用状村継　崎津遠見番 御用状 505 506 御役所 冨岡町～崎津村
30 田方根付届 大江組 514 大江大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

31 丑御年貢皆済目録受取、米銀小手形・村入用帳差
出 会所 513 514 会所詰大庄屋 松浦四郎八殿

32 村入用帳、根付届差出 大江組 518 518 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中
33 御用状村継　冨岡陣屋上野伸右衛門 御用状 519
34 御用状村継　大江崎吉村弥左衛門 御用状 520 520 本間儀一郎 冨岡町～大江村
35 21 改元につき触書 天草 516 527 冨岡御役所
36 22 二歩判金新規鋳造につき公儀御触 天草 500 527 冨岡御役所 冨岡町～本戸馬場村
37 御用状村継　大江崎吉村弥左衛門 御用状 527

38 田方根付届、印判 会所 529 会所詰大庄屋 酒井次郎九郎殿、上田源太
夫殿他

39 飛脚賃割 大江組 529 都呂々村年寄
中 高浜・崎津御年寄衆中

40 拝借願方、大庄屋代松浦平八郎、組筆者弥十郎冨
岡詰入用 大江組 601 601 大江組大庄屋 高浜ゟ小田床迄庄屋衆中・

年寄衆中
41 25 三ヵ年御倹約につき公儀御触 天草 605 606 冨岡御役所 冨岡町～本戸馬場村
42 御用状村継　大江崎吉村弥左衛門 御用状 606
43 当夏旱損長崎届 大江組 614 大江大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

44 29 当夏旱魃につき田方水場所・唐芋根付け届出、ならびに流人預り村取決め 天草 623 623 会所詰大庄屋 松浦四郎八殿

45 白干黒干水田の訳遣 大江組 623 623 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中
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番号 木山 概要 分類 月日 到来月日 差出 宛名

46 異国船伊豆漂着、西筋内々知、高浜放火山芝用意 会所 623 623 会所詰大庄屋
冨岡始西筋海辺付村々宮河
内迄大庄屋・町役人・庄屋
衆中

47 帳面上書、丑臨時郡中岡方舸子方割付小前帳 大江組
48 御用状村継　崎津遠見番 御用状 821 904

49 26 去子臨時入用舸子役銭割賦 天草 616 703 会所詰大庄屋 東筋村順西筋大庄屋・町役
人・庄屋衆中

50 御用状村継　冨岡附遠見番人衆中 御用状 703
51 御用状村継　冨岡附遠見番人衆中 御用状 704 704 西目筋村々役人中
52 去丑臨時組割請分持込無し差支 会所 727 会所詰大庄屋 松浦四郎八殿

53 去丑臨時組割請分各村覚 大江組 728 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中・
年寄衆中

54 御用状村継　冨岡附遠見番人衆中 御用状 728 728
55 薩州売船加瀬沖にて難船 大江組 813 崎津附遠見番 上田源太夫殿
56 難船ひろひもの船より積送 大江組 814 松浦四郎八 上田源太夫殿

57 35 村々作柄見分につき上野様郡内浦方御見分、村継船経路先触 天草 806
高木作右衛門
手代上野伸右
衛門判

志岐組～大江組大庄屋中

58 同添書 先触 813 上野様付廻戸
弥太 大堂又右衛門様

59 同添書 先触 813 大堂又右衛門 宮野河内～下田庄屋衆中
60 同添書 先触 813 池田源右衛門 橋口嘉左衛門様
61 同先触1、添書3通継送 先触 814 815 亀浦村 早浦村

62 32 二分判金通用ならびに瑕金引替につき公儀御触 天草 724 818 冨岡御役所 冨岡町～内田村、右村々大
庄屋・町役人・庄屋衆中

63 34 所々農具市の頃につき無宿旅人改方厳重のこと 天草 729 815 御役所 冨岡町～内田村
64 御役所旅人触墨付 御用状 811 楠浦村 大宮地村

65 33 壱町田組渡銭ならびに内田村新道普請入用割賦のこと 天草 723 818 会所詰大庄屋 富岡始東筋・西筋大庄屋・
町役人・庄屋衆中

66 干魃米劣候長崎廻米上納まで売買禁止 役所 827 冨岡御役所 志岐組～井手組大庄屋中
67 年貢上納まで売買禁止 大江組 828 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

68 37 当寅御年貢手本米差出し、蔵納期日、ならびに明俵・荒糠・菰等差出しのこと 天草 827 828 会所詰大庄屋 松浦四郎八殿

69 同通達 大江組 828 828 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中
70 御年貢手本米差出、利八一件 大江組 828 828 松浦四郎八 上田源太夫殿
71 御用状村継　大江崎吉村弥左衛門 御用状
72 長崎奉公人逃亡 会所 829 会所詰大庄屋 上田源太夫殿

73 39 永荒高のうち当年二分通り起返りの旨仰渡しのこと 天草 828 会所詰大庄屋 松浦四郎八殿・上田源太夫
殿

74 先月21日御用状遅延 御用状 903 904 崎津附遠見番
崎津村ゟ大江組順ニ内田村
志岐村冨岡町迄右村々役人
中

75 御用状村継　崎津遠見番人衆中他 御用状 907

76 唐船漂着人馬先触 先触 909
高木作右衛門
手代上野伸右
衛門判

冨岡町～大江村役人中

77 唐船漂着人馬先触添書 先触 910 911
高木作右衛門
手代中田海蔵
判

内田村～崎津村役人中

78 御用相済冨岡帰陣人馬先触 先触 910 911 崎津村～内田村役人中
79 御用状村継　志岐村にて玉木一助 御用状 911 911 崎津村～志岐村役人中

80 足軽山口平助、冨岡陣屋帰につき村継人馬先触 先触 912 912
高木作右衛門
手代井原甚八
判

崎津～冨岡町右村々役人中

81 御用状村継　冨岡附番人衆中 御用状 913 913
82 御年貢上中下手本米送付 会所 914 915 会所詰大庄屋 福連木～崎津村庄屋衆中
83 御用状村継　崎津御用井原甚八 御用状 915 915 冨岡御役所 冨岡町～崎津村
84 御用状村継　牛深見張番所塩沢実右衛門他 御用状 915 915
85 江月院旦家村々役人冨岡出頭 江月 916 大江組大庄屋 高浜ゟ下津深江迄庄屋衆中

86 御用状村継　冨岡上野伸右衛門 御用状 916 916
高木作右衛門
手代井原甚八
判

大江～冨岡町右村々役人中

87 御用状村継　冨岡附番人衆中 御用状 917 917
88 牧野大和守様御誂焼物土、江戸表船廻 役所 919 冨岡御役所印 上田源太夫
89 御用焼物土冨岡へ村継 役所 919 冨岡御役所印 冨岡町～高浜村
90 年番会所渡り御改割賦 会所 920 会所詰大庄屋 大江組大庄屋松浦四郎八殿
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番号 木山 概要 分類 月日 到来月日 差出 宛名
91 役手差出取斗 江月 923 東向寺鑑院 江月院門末中
92 年寄召連江月院へ出浮 江月 923 923 大江組大庄屋 高浜ゟ下津深江迄庄屋衆中

93 夫食拝借石高 大江組 924 924 大江組大庄屋
松浦四郎八

上田源太夫様、伊野又七郎
様

94 46 当寅御年貢銀初納二納割賦 天草 1001 1004 冨岡御役所判 本戸町山口迄大庄屋・町役
人・庄屋・年寄・惣百姓

95 御用状村継　牛深遠見番人衆中他 御用状 1005
96 45 流人提灯の松五郎逃亡につき人相書手配 天草 1006 1007 冨岡御役所印 冨岡町～本戸馬場村
97 御用状村継　崎津奥村勝三郎 御用状 1007

98 廻章、示談の通常什物改、重立人参集 江月 1007 1008 江月院副寺 大江村大庄屋松浦四郎八様、
上田源太夫様他

99 御用状村継　冨岡附遠見番人衆中 御用状 1013 1013
100 小田床村にて組寄割賦、年寄・重立百姓召連 大江組 1013 1013 大江組大庄屋 高浜ゟ小田床迄庄屋衆中

101 御用状村継　小田床村伊野又七郎、中田村流人一
件、御用状間違、扣日記ニ有之候 御用状 1013 1014 大江崎吉村弥

右衛門

102 廻章、冨岡役所にて遺書開見、年寄召連 江月 1015 1015 江月院副寺 大江村大庄屋松浦四郎八様、
上田源太夫様他

103 江月院一件費用割賦、覚 江月 1015 江月院納所 高浜・小田床・下津深江年
寄衆中

104 41 貯籾御改につき郷蔵囲置き・貸付籾詰戻し・不足籾納入等厳重取計 天草 911 1013 会所詰大庄屋 富岡始東筋・西筋大庄屋・
町役人・庄屋衆中

105 小山清四郎貯穀替拝借、5カ年賦返納 会所 911 会所詰大庄屋 拝借村々大庄屋・庄屋衆中
106 42 年貢収納につき公儀より御褒詞 天草 910 1013 会所詰大庄屋 郡中東筋・西筋大庄屋
107 干魃米劣候長崎廻米上納まで売買禁止（再掲） 役所 827 冨岡御役所 十カ組大庄屋

108 御用状村継　冨岡附遠見番人衆中 御用状 1013 1018 牛深附遠見番
判

牛深～冨岡西通り村々役人
中

109 鑑寺萬機長老当寺住職願、年寄・重立百姓召連 江月 1020 1020 江月院副寺 松浦四郎八様、上田源太夫
様他

110 御用状村継　牛深遠見番人衆中 御用状 1021 1024 冨岡～魚貫
111 御用状村継　魚貫崎附大西和源太 御用状 1024 1025 村々役人中

112 47 御年貢銀納入、ならびに楠浦村大多尾村煎海鼠請負人出頭 天草 1024 1029 会所詰大庄屋 松浦四郎八殿

113 同承知 大江組 1025 1029 大江組大庄屋 都呂々ゟ崎津迄庄屋衆中・
年寄中

114 子丑臨時物組割賦仕訳帳 大江組 1017 松浦四郎八・
上田宜珍他

115 大庄屋六月割拾ケ年引当、此節大庄屋相続方ニ付
差出候わり合、別紙帳到来写 大江組 1117 1129 崎津村年寄代

他
松浦四郎八殿・上田宜珍殿
他

116 徳忍和尚方より江月院出会 江月 1201 1201 大江村年寄共 高浜ゟ下津深江迄庄屋衆中

117 44 肥後渋江治部之助、郡中配札許可につき報知、渋江氏御宿 天草 1000 1101 会所詰大庄屋 郡方大庄屋・庄屋衆中

118 御談寄合 江月 1104 1104 江月院納所 上田源太夫様他
119 御用状村継　牛深附他 御用状 1108

120 江月院一件、今富庵主大準長老国照寺御出、人足
賃銭割賦 江月 1110 大江村年寄中 高浜ゟ下津深江迄年寄衆中

121 往来手形肩書、大江組大庄屋見習 大江組 1112 大江組大庄屋
見習松平八郎 高浜～都呂々

122 50 当寅年肥後国石代値段報知、ならびに八朔御祝儀銀納入そのほか 天草 1113 1115 会所詰大庄屋 大江組大庄屋見習松浦平八
郎殿

123 肥後国寅石代直段 大江組 1115 1115 大江組大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

124 御用状村継　小田床村伊野又七郎 御用状 1111 大庄屋見習松
浦平八郎他

125 廻章、新分和尚晋山 江月 1121 1121 江月院 松浦平八郎様、上田源太夫
様他

126 廻章、明日示談、年寄・重立百姓召連 江月 1124 松浦平八郎様、上田源太夫
様他

127 口上、晋山廻状遅滞 江月 1124 江月院 村々年寄衆中

128 内野河内隠居御遷化 江月 1124 江月院 松浦平八郎様、上田源太夫
様他

129 当冬踏絵改 役所 1201 1201 冨岡御役所 高浜村、大江村、今冨村、崎
津村

130 下役、冨岡陣屋帰につき村継人馬先触 先触 1202 1202
高木作右衛門
手代谷島又蔵
印

冨岡～高浜右村々役人中

131 去丑十月ゟ当寅十月迄飛脚賃賄代割賦小前帳 大江組 1201 1203 大江大庄屋 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中・
年寄中

二
三
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号



件
で
、
正
月
一
三
日
「
江
月
院
後
住
之
義
申
談
、
大
庄
屋
元
へ
旦
中
村
々
重

立
候
者
一
両
人
ツ
ヽ
召
連
参
候
様
昨
日
触
書
ニ
付
、
今
日
弥
右
衛
門
銀
之
丞

両
人
遣
ス
」
と
あ
り
、
正
月
か
ら
は
じ
ま
る
。
一
六
日
の
松
浦
四
郎
八
宛
宜

珍
書
状
に
は
、
旧
冬
、
江
月
院
鑑
寺
万
機
を
後
住
に
と
願
い
出
た
が
徳
充
遣

書
に
後
住
を
記
し
て
い
る
の
で
開
見
確
認
の
必
要
が
発
生
し
た
。
九
月
一
七

日
大
庄
屋
よ
り
、一
八
日
江
月
院
旦
中
村
々
役
人
の
役
所
へ
の
出
頭
指
示
が
、

日
記
、
御
用
書
留
帳
い
ず
れ
に
も
記
さ
れ
る
。
二
四
日
江
月
院
ヘ
東
向
寺
役

寺
が
来
訪
の
た
め
、「
大
江
ゟ
触
書
」
に
よ
り
旦
中
村
々
庵
主
・
庄
屋
・
年

寄
の
出
頭
依
頼
が
あ
っ
た
。翌
二
五
日
東
向
寺
は
万
機
長
老
の
老
耄
の
た
め
、

鑑
司
介
を
任
命
し
た
こ
と
を
旦
中
村
々
へ
知
ら
せ
た
。
こ
れ
も
「
大
江
ゟ
触

書
」
の
通
り
、
大
江
組
大
庄
屋
か
ら
の
廻
章
本
文
が
御
用
書
留
帳
に
写
さ
れ

る
。

　

一
〇
月
一
六
日
、
冨
岡
役
所
で
一
七
日
江
月
院
遺
書
を
東
向
寺
が
開
見
す

る
の
で
、
且
中
村
々
の
出
頭
依
頼
が
「
江
月
院
ゟ
触
達
」
さ
れ
、
江
月
院
副

寺
か
ら
の
触
本
文
が
御
用
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留
帳
に
写
さ
れ
る
。
一
八
日
冨
岡
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帰
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す

る
今
富
庵
主
大
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長
老
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ら
、
つ
ぎ
の
話
し
を
聞
い
た
。

一
昨
十
七
日
於
御
役
所
、
東
向
寺
方
丈
国
照
寺
役
僧
歓
三
師
立
会
、
江
月
院

円
通
寺
瑞
林
寺
遺
書
御
開
見
有
之
候
処
、
江
月
院
遺
書
一
ノ
筆
万
機
二

筆
堤
宗
三
筆
一
穿
ト
有
之
ニ
付
、
一
ノ
筆
万
機
長
老
ヘ
住
職
被
仰
付
候

ニ
付
、
其
後
住
願
方
来
ル
廿
一
日
旦
中
村
々
大
庄
屋
庄
屋
年
寄
重
立
候

者
共
三
人
ツ
ヽ
罷
越
、
廿
二
日
御
役
所
ヘ
罷
出
候
様
被
仰
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候
由

一
去
ル
文
化
六
巳
年
三
月
徳
充
病
気
ニ
付
、
江
月
院
ヘ
国
照
寺
役
寮
并
旦
中

番号 木山 概要 分類 月日 到来月日 差出 宛名
132 宗門御改、谷島又蔵様 大江組 1203 上田源太夫 大江村ゟ崎津村迄庄屋衆中
133 48 古分銅使用禁止につき公儀御触 天草 1107 御役所判
134 49 二分判金通用奨励 天草 1107 1205 御役所判 冨岡町～内田村

135 江月院差懸入用改 江月 1208
旦中村々年寄
中・上田源太
夫他

江月院様

136 御用状村継　奥山勝三郎他 御用状 1209

137 萬機和尚遷化、葬式案内 江月 1210 1210 江月院 松浦平八郎様、上田源太夫
様他

138 寅定式割繕入用割出、覚 大江組 1210 1210 崎津附奥山勝
三郎

冨岡附江間久左衛門殿、右
村々年寄中

139 上田源太夫、年来御用向出情退役後庄屋役名其侭、
大庄屋後見役入念 役所 1200 判（冨岡役所） 上田源太夫

140 上田順一郎、庄屋役仰付、上帯刀御免 役所 1200 判（冨岡役所） 上田順一郎

141 同上仰付承知 大江組 1217 1217 大江大庄屋松
平八郎 高浜ゟ都呂々迄庄屋衆中

142 53 当寅御年貢銀三納割賦 天草 1216 1222 冨岡御役所印 右村々大庄屋・町役人・庄屋・
年寄

143 谷嶋、冨岡陣屋帰につき村継駕籠急先触 先触 1209
崎津村より伊
野又七郎、上
田源太夫

大江ゟ冨岡迄庄屋衆中・年
寄中

144 54 郡中大庄屋庄屋御役所年頭挨拶につき期日変更 天草 1221 1222 会所詰大庄屋 上田源太夫殿、松浦平八郎
殿

145 同上仰付承知 大江組 1221 1222 上田源太夫、
松浦平八郎 崎津ゟ都呂々迄庄屋衆中

146 唐船御用崎津へ人馬先触 先触 1227
高木作右衛門
手代中田海蔵
判

冨岡～崎津村役人中

147 江月院後席、防州山口妙鑑寺隠居泰紹へ 江月 1228 防州妙鑑寺隠
居泰紹 上田源太夫様

148 同上、承知申遣 江月 1230 上田源太夫、
松浦平八郎

崎津ゟ下津深江迄庄屋衆中・
年寄中

出典：文化15年「御用書留帳」（上田家文書3-39）
注：木山は表2木山家の番号に対応している。月日・到来月日は1月2日→102と変換した。到来月日は触が高浜村に到来した月日である。
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近
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草
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と
御
用
書
留
帳
・
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携



大
庄
屋
庄
屋
立
会
、
御
証
文
并
遺
書
其
外
校
割
帳
面
之
通
徳
兵

（
充
カ
）箱

ニ
入

封
印
被
成
、
鑑
司
万
機
預
リ
、
旦
中
ゟ
も
気
を
付
守
護
仕
候
様
御
請
一

札
差
出
置
候
処
、
右
封
印
破
封
ニ
相
成
居
候
段
不
念
之
旨
、
誤
証
文
ニ

印
判
相
達
候
様
被
仰
付
候
由
、
右
一
札
写
別
紙
ニ
有
之
候

　

遺
書
に
は
一
番
万
機
と
あ
り
、
役
所
よ
り
万
機
の
後
住
願
と
と
も
に
、
遺
書
の

箱
の
封
印
が
破
れ
て
い
た
た
め
誤
証
文
の
提
出
指
示
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
関
し
て
、

御
用
書
留
帳
に
は
二
〇
日
江
月
院
副
寺
よ
り
万
機
の
住
職
願
の
相
談
に
庄
屋
・
年

寄
・
重
立
百
姓
出
頭
の
触
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
旦
中
の
村
よ
り
国
照
寺
役
寮
宛

の
後
住
願
「
御
願
申
上
候
一
札
之
事
」、
誤
証
文
「
差
出
申
一
札
之
事
」
が
そ
れ

ぞ
れ
現
存
す
る（13）
。
二
四
日
宜
珍
は
、
大
庄
屋
・
庄
屋
の
依
頼
に
よ
り
、
冨
岡
の

上
野
の
許
へ
「
江
月
院
一
件
御
内
意
」
を
伺
う
た
め
に
出
勤
し
た
。
上
野
は
万
機

の
病
気
に
対
し
て
つ
ぎ
の
住
職
、
国
照
寺
の
件
な
ど
話
し
た
こ
と
が
出
勤
録
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　

一
一
月
に
入
っ
て
も
御
用
書
留
帳
に
江
月
院
か
ら
晋
山
関
連
の
廻
章
な
ど
五
件

が
写
さ
れ
る
。
一
二
月
一
日
宜
珍
は
松
浦
平
八
郎
へ
、
万
機
か
ら
後
住
を
国
照
寺

奉
紹
へ
と
の
書
付
が
来
た
が
、
万
機
の
隠
寮
建
設
も
必
要
で
、
そ
の
上
「
普
山
入

用
隠
居
御
遷
化
一
件
入
用
未
割
合
も
不
仕
」
と
費
用
的
に
も
難
し
い
と
の
意
見
を

述
べ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
七
日
万
機
が
死
去
し
、
一
〇
日
葬
式
の
案
内
が
江
月

院
か
ら
出
さ
れ
、
二
八
日
江
月
院
後
席
は
泰
紹
決
定
と
の
書
状
、
三
〇
日
に
そ
の

旨
承
知
と
の
庄
屋
・
年
寄
中
宛
宜
珍
・
松
浦
平
八
郎
書
状
が
御
用
書
留
帳
に
は
記

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
江
月
院
一
件
」
は
御
用
書
留
帳
、
日
記
、
文
書
の
い
ず
れ
も
作
成
さ
れ

た
案
件
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
木
山
家
の
よ
う
に
「
御
用
触
」
で
は
な
く
、
村
を

越
え
て
大
江
組
、
役
所
・
会
所
・
国
照
寺
を
巻
き
込
ん
だ
「
御
用
」
案
件
と
認
識

し
書
き
留
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

２
日
記
と
出
勤
録
、
別
冊
の
連
携

２―

１
長
期
案
件
の
記
述
、
上
津
深
江
一
件

　

文
化
一
五
年
の
宜
珍
の
出
勤
は
、「
出
勤
録
」
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
五
回
六
一

日
で
あ
る（14）
。
①
正
月
二
〇
日
～
二
月
二
七
日
、
三
八
日
間
、
②
三
月
一
一
日
～

一
九
日
、
九
日
間
、
③
一
〇
月
二
四
日
～
二
九
日
、
六
日
間
、
④
一
二
月
一
一
日

～
一
三
日
、三
日
間
、⑤
一
二
月
一
八
日
～
二
二
日
、五
日
間
で
あ
る
。
日
記
に
は
、

出
勤
初
日
に
場
所
と
理
由
が
記
さ
れ
て
お
り
、
①
正
月
二
〇
日
「
冨
岡
出
勤
、
但

上
津
深
江
一
件
ニ
付
」、
②
三
月
一
一
日
「
冨
岡
江
出
勤
舟
ゟ
」、
③
一
〇
月
二
四

日
「
冨
岡
ヘ
出
勤
舟
ゟ
、
江
月
院
後
住
一
件
ニ
付
」、
④
一
二
月
一
一
日
「
冨
岡

へ
出
勤
舟
ゟ
」、⑤
一
二
月
一
八
日
「
源
太
夫
崎
津
江
宗
門
方
ニ
付
出
役
」
と
あ
る
。

文
化
一
五
年
は
閏
月
は
な
く
年
間
三
五
五
日
と
な
る
た
め
、
出
勤
し
た
六
一
日
間

は
全
体
の
一
七
％
と
な
る
。
以
前
分
析
し
た
文
化
二
年
は
、総
日
数
三
八
三
日（
閏

月
あ
り
）
中
、
出
勤
は
一
七
回
一
六
〇
日
間
、
全
体
四
二
％
に
も
の
ぼ
る（15）
。
出

勤
日
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
文
化
二
年
は
天
草
崩
関
係
の
御
用
が
八
九
日

間
も
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
七
一
日
間
と
比
較
す
る
と
ほ
ぼ
同
じ
日
数
と
い
え
る
。

　

こ
の
出
勤
の
中
で
長
期
間
継
続
し
た
の
が
、
①
②
上
津
深
江
一
件
、
上
津
深
江

村
内
に
お
け
る
土
地
の
請
返
に
よ
る
年
貢
滞
納
に
関
す
る
争
論
で
あ
る
。
一
回
目

の
出
勤
終
了
後
に
ま
と
め
た
と
思
わ
れ
る
、
二
月
二
七
日
の
日
記
に
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
概
略
が
記
さ
れ
る
。

二
三
二

京
都
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学
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一
正
月
廿
日
出
勤
、
上
津
深
江
一
件
取
斗
方
ニ
付
同
廿
一
日
御
呼
出
、
同
村

庄
屋
山
川
恵
兵
衛
百
姓
代
両
人
、
願
主
十
介
代
悴
并
藤
介
、
志
キ
大
庄

や
平
井
為
五
郎
殿
代
辰
次
殿
一
同
拙
者
罷
出
候
処
、
上
野
伸
右
衛
門
様

ゟ
被
仰
聞
候
ハ
、
帳
面
調
方
是
迄
吉
田
慶
右
衛
門
へ
立
会
申
付
置
候
へ

共
、
双
方
気
済
不
致
趣
相
聞
、
於
此
方
も
存
寄
有
之
ニ
付
、
此
節
高
浜

庄
や
上
田
源
太
夫
へ
差
替
、
取
斗
方
申
付
候
間
、
其
旨
相
心
得
平
井
為

五
郎
申
談
、
於
志
岐
村
取
調
方
可
致
之
旨
被
仰
渡
候

一
子
四
月
三
日
訴
状
二
通　

上
津
深
江
村
十
介
分

一
同
年
返
答
書
一
通　
　
　

同
村　
　
　

庄
屋
百
姓
代
分

一
同
覚
書
二
冊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
介
分

一
同　

壱
冊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
中
分

一
差
上
申
一
札
四
通

一
御
届
書
一
冊

一
永
代
証
文
二
通

〆
壱
袋
ニ
入

一
子
五
月
訴
状
一
通　
　
　

同
村　
　
　

百
姓
共

一
同
六
月
返
答
書
一
通　
　

同
村　
　
　

庄
屋
百
姓
代

一
同
五
月
覚
書
一
冊　
　
　

同
村　
　
　

藤
介
外
百
姓
中

〆
壱
袋
ニ
入

　
　
　

右
之
分
御
渡
シ

一
翌
廿
三
日
ゟ
取
斗
方
取
懸
候
筈
之
処
、
踏
絵
御
用
前
ニ
付
日
延
願
申
上
候

ニ
付
、
廿
六
日
ゟ
志
岐
へ
罷
越
、
其
昼
ゟ
帳
面
調
方
取
懸
ル
、
廿
七
日

上
津
深
江
へ
罷
越
候
而
十
介
ゟ
取
上
屋
敷
見
分
、
廿
六
日
迄
帳
面
調
方

出
精
候
へ
共
、
酉
年
分
并
子
年
分
相
残
ル
、
廿
七
日
中
戻
リ
之
義
御
願

之
上
帰
村
致
ス

    

一
鎮
道
寺
国
照
寺
取
合
一
件
仲
入
今
日
迄
ニ
相
済
、
是
ハ
去
冬
十
一
月
廿
四

日
大
坂
や
甚
三
郎
殿
葬
式
ニ
付
、
国
照
寺
ゟ
フ
ギ
ン
（
諷
経
）
ニ
鑑
司

泰
紹
和
尚
、
鎮
道
寺
門
内
乗
輿
之
事
ニ
付
段
々
及
取
合
、
上
野
様
ゟ
取

斗
方
御
内
意
も
有
之
平
井
氏
ゟ
御
頼
ニ
付
、
法
林
寺
受
蔵
へ
申
談
、
下

河
内
庄
や
佐
藤
弥
右
衛
門
殿
同
道
ニ
而
相
済
、
委
細
ハ
出
勤
録
ニ
記

　

日
記
に
よ
る
と
、
宜
珍
は
正
月
二
一
日
に
、
冨
岡
役
所
の
長
崎
代
官
手
代
上
野

伸
右
衛
門
に
、
上
津
深
江
村
庄
屋
、
管
轄
の
大
庄
屋
と
共
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
一
件
の
帳
面
調
方
は
、
こ
れ
ま
で
吉
田
慶
右
衛
門
に
立
会
を
申
し
付

け
た
が
解
決
せ
ず
、
今
回
、
上
田
源
太
夫
（
宜
珍
）
へ
交
代
し
「
取
斗
方
」
を
大

庄
屋
と
共
に
志
岐
村
で
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
実
際
の
調
査
は
二
六
日

に
開
始
さ
れ
、
帳
面
調
や
現
地
の
屋
敷
見
分
を
行
い
、
一
ヶ
月
後
の
二
月
二
七
日

に
一
部
の
帳
面
調
を
残
し
一
旦
高
浜
村
へ
帰
村
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
、
宜
珍
へ
預
け
ら
れ
た
文
書
群
の
目
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
正
月
二
一

日
の
出
勤
録
に
よ
る
と
、「
一
去
ル
子
四
月
五
月
御
役
所
へ
差
上
候
訴
状
、
并
返

答
書
二
袋
御
渡
、
則
左
之
通
」
の
後
、
同
じ
文
書
名
が
記
さ
れ
、
最
後
に
「
右
之

通
ニ
候
、
会
所
ニ
て
平
井
辰
次
殿
、
中
原
才
介
殿
目
前
ニ
相
改
置
、
為
念
書
留
置

候
也
」
と
あ
る
。
宜
珍
は
、
一
件
に
関
す
る
文
書
を
現
地
で
細
か
く
目
録
化
し
、

平
井
・
中
原
の
立
ち
会
い
の
も
と
預
か
っ
た
と
書
き
留
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

二
三
三

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



文
書
目
録
を
出
勤
録
に
加
え
て
、
帰
村
後
に
再
度
日
記
に
も
写
し
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
て
も
、
役
所
の
依
頼
案
件
に
臨
む
宜
珍
の
慎
重
な
態
度
が
う
か
が
え
る
。

た
だ
五
月
四
日
日
記
に
は
、「
拙
者
病
気
ニ
付
上
津
深
江
一
件
御
断
」
と
あ
り
、

最
終
的
に
宜
珍
の
病
に
よ
り
上
津
深
江
一
件
の
取
斗
は
中
断
し
た
。

　

こ
の
一
カ
月
間
の
出
勤
中
、「
鎮
道
寺
国
照
寺
取
合
一
件
」
の
仲
入
に
も
従
事

し
て
い
る
。
こ
れ
は
葬
式
時
の
和
尚
の
乗
輿
に
関
す
る
寺
格
の
争
論
で
あ
る
。
出

勤
録
に
は
、
二
月
四
日
上
津
深
江
一
件
調
査
中
に
、
大
庄
屋
平
井
氏
よ
り
上
津
浦

村
法
林
寺
住
持
恵
亮
子
が
相
談
に
来
た
国
照
寺
鎮
道
寺
取
合
一
件
が
あ
る
こ
と
を

聞
い
た
と
あ
る
。翌
五
日
上
野
伸
右
衛
門
の
内
意
を
伺
う
た
め
に
訪
ね
た
と
こ
ろ
、

「
何
れ
御
同
人
ゟ
国
照
寺
鑑
司
へ
申
聞
候
而
内
意
取
斗
方
可
致
候
旨
仰
聞
候
、
拙

者
へ
も
立
入
候
而
取
片
付
候
様
ニ
と
被
仰
聞
候
」
と
、
宜
珍
へ
こ
の
一
件
に
も
従

事
す
る
よ
う
に
指
示
が
あ
っ
た
。

　

文
末
に
「
委
細
ハ
出
勤
録
ニ
記
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
津
深
江
一
件
と
鎮
道
寺

国
照
寺
取
合
一
件
は
、
出
勤
録
に
詳
し
く
、
日
記
に
は
経
緯
の
概
略
の
み
で
あ
る
。

例
え
ば
出
勤
録
に
は
、
正
月
二
八
日
「
上
津
深
江
、
去
ル
巳
年
ゟ
帳
面
調
方
今
日

ゟ
取
掛
、
双
方
立
候
間
筆
者
庄
九
郎
、
与
吉
」、
二
月
二
日
「
巳
年
銭
請
払
帳
調

方
相
済
、
夜
前
と
ろ
ゝ
木
場
万
吉
来
り
、
今
日
ゟ
立
会
」、
二
月
三
日
「
午
年
帳

面
調
方
相
済
、
昼
迄
」
と
、
毎
日
の
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
文
書
の
内
容
や
立
合

者
、
時
間
な
ど
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。

２―

２
高
浜
村
か
ら
の
連
絡

　

出
勤
録
に
は
、
宜
珍
が
離
村
時
に
も
高
浜
村
か
ら
の
連
絡
や
問
い
合
わ
せ
に
対

応
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
高
浜
百
姓
代
浅
右
衛
門
来
ル

一
三
納
銀
、
今
日
会
所
ヘ
掛
込

一
鯛
四
掛
御
部
屋
三
軒
ニ
一
掛
ツ
お
つ
介
へ
殿
一
持
、
会
所
へ
一
持
庄
屋
方

へ
頼
候
而
上
ル

一
米
銀
御
通
持
参
不
致
候
ニ
付
、
今
日
納
書
付
差
上
成
か
た
く
候
段
長
右
衛

門
殿
被
申
候
由
、
其
段
村
方
へ
掛
合

一
先
月
廿
八
日
魚
貫
江
出
火
之
救
物
遣
候
由
、
則
左
之
通

　

一
籾
五
俵
弐
斗

　

一
唐
芋
八
千
斤
余

　

一
縄
五
十
束
余

　

一
目
皿
目
茶
碗
二
百
余

右
之
義
為
知
来
ル

　

二
月
朔
日
高
浜
村
の
百
姓
代
浅
右
衛
門
が
宜
珍
を
訪
ね
、
三
納
銀
、
鯛
進
上
、

米
銀
御
通
、
魚
貫
村
出
火
の
救
物
に
つ
い
て
知
ら
せ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
た
、
忰

で
庄
屋
見
習
の
上
田
順
一
郎
が
記
し
た
と
思
わ
れ
る
日
記
に
は
、
正
月
二
八
日
魚

貫
村
出
火
の
救
物
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
。
唐
芋
や
縄
の
数
量
が
少
し
違
っ
て
お

り
、
村
中
か
ら
集
め
た
後
、
選
別
し
魚
貫
村
へ
送
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
茶
碗
や

皿
は
「
右
内
ゟ
遣
ス
分
」
と
上
田
家
が
寄
付
し
た
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
二
月

朔
日
の
記
事
か
ら
、
三
納
銀
額
は
七
四
二
匁
、
鯛
四
掛
は
御
役
所
へ
の
進
上
と
判

明
す
る
。
二
日
に
は
、冨
岡
へ
銀
納
の
立
会
に
行
っ
て
い
た
浅
右
衛
門
が
帰
村
し
、

御
通
を
持
参
し
な
か
っ
た
の
で
役
所
納
が
出
来
な
か
っ
た
と
伝
え
、
今
日
立
会
瀧

二
三
四
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蔵
へ
御
通
を
持
参
さ
せ
て
派
遣
し
た
と
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、翌
二
日「
高

浜
ゟ
百
姓
代
瀧
蔵
来
ル
、
御
通
持
参
候
ニ
付
、
夕
方
富
岡
掛
や
迄
添
書
い
た
し
遣

ス
」
と
し
て
解
決
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
二
月
二
二
日
に
は
高
浜
か
ら
飛
脚
が
来
て
「
白
木
河
内
熊
蔵
疱
瘡

煩
候
ニ
付
、
夜
前
他
国
へ
遣
候
段
申
来
ル
」「
今
富
八
十
右
衛
門
次
男
同
断
之
由
、

十
九
日
ニ
山
入
之
段
為
知
来
」
と
、
疱
瘡
患
者
の
発
生
・
対
応
の
連
絡
に
対
し
て

即
刻
返
書
し
た
。
日
記
に
は
二
〇
日
「
白
木
熊
蔵
出
物
い
た
し
村
会
所
ニ
届
出
候

ニ
付
、
見
手
遣
」
と
熊
蔵
の
出
物
の
届
が
あ
り
、
二
一
日
に
「
白
木
熊
蔵
弥
疱
瘡

ニ
付
他
国
へ
養
生
ニ
遣
」
と
村
の
判
断
・
対
応
が
記
さ
れ
て
い
る
。
疱
瘡
発
生
と

い
う
急
を
要
す
る
事
態
に
対
し
て
、
庄
屋
宜
珍
へ
通
知
し
宜
珍
も
早
急
に
返
書
で

対
応
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
正
月
二
九
日
「
民
介
殿
弟
小
市
殿
、
今

日
高
浜
行
ニ
付
書
状
遣
ス
」、
二
月
七
日
「
甚
松
妹
、
高
浜
へ
帰
候
由
書
状
遣
」

な
ど
、
飛
脚
以
外
の
人
物
に
書
状
の
輸
送
を
依
頼
す
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
村
の
出
来
事
・
案
件
の
内
、
出
勤
し
た
庄
屋
の
許
へ
連
絡
さ
れ

た
の
は
、
年
貢
、
疱
瘡
、
災
害
な
ど
重
要
案
件
と
い
え
、
一
方
で
出
勤
先
の
内
容

は
、
直
接
村
方
に
関
係
の
な
い
案
件
と
し
て
、
村
の
日
記
に
記
述
せ
ず
出
勤
録
に

別
記
し
た
と
い
え
る
。

２―

３
証
拠
と
し
て
の
出
勤
録

　

二
月
晦
日
、
冨
岡
へ
の
飛
脚
に
依
頼
し
た
書
状
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ

る
。

　
　

一
筆
致
啓
上
候
、
誠
此
間
中
ハ
御
面
倒
の
ミ
ニ
罷
成
忝
奉
存
候
、
其
后
愈
御

　
　
　

安
寧
と
奉
珍
重
候

一
測
量
書
上
帳
十
袋
ニ
入
但
郡
中
拾
ケ
組
分
右
御
返
却
仕
候
、
尤
絵
図
面
入

と
有
之
候
得
共
、
相
改
候
処
絵
図
面
ハ
少
々
な
ら
て
無
之
候
、
且
大
江

組
之
内
今
富
村
分
帳
面
相
見
不
申
候
ニ
付
此
段
申
進
置
候
、
貴
地
ニ
て

外
帳
面
之
内
ニ
紛
込
居
候
哉
ト
奉
存
候
、
御
改
御
受
取
可
被
下
候

一
去
々
年
郡
中
高
反
別
帳
、
拙
者
出
勤
之
節
町
宿
ニ
持
参
候
様
御
申
候
ニ

付
此
方
相
改
候
へ
共
相
見
不
申
候
ニ
付
、
其
年
之
出
勤
録
ヲ
相
改
見
候

処
、
子
三
月
十
日
測
量
方
之
事
ニ
付
御
呼
出
翌
十
一
日
ニ
帰
村
、
子
閏

八
月
三
日
出
勤
、
善
七
大
江
村
取
合
一
件
ニ
付
同
七
日
ニ
帰
村
、
同
十

月
十
一
日
正
介
小
田
床
取
合
一
件
ニ
付
出
勤
善
七
取
合
一
件
共
、
其
間

食
場
一
件
取
斗
方
被
仰
付
暫
滞
留
、
井
手
へ
罷
越
候
、
右
三
度
出
勤
中

ニ
は
郡
中
高
別
帳
な
と
入
用
之
筋
無
御
座
候
、
再
応
相
考
候
得
共
右
帳

取
扱
候
義
覚
不
申
候
、
尤
去
ル
亥
十
一
月
十
一
日
御
呼
出
出
勤
仕
候
節
、

郡
中
〆
切
又
ハ
海
面
築
立
等
い
た
し
、
御
田
地
塩
浜
ニ
可
相
成
分
御
尋
、

且
田
地
直
段
積
書
被
仰
付
、
質
入
直
段
小
作
米
積
書
付
認
被
仰
付
候
節
、

会
所
帳
面
相
改
候
へ
共
右
両
条
ニ
相
用
候
帳
面
諸
書
付
等
無
之
、
拙
者

方
へ
有
之
候
質
入
直
段
小
作
米
積
書
付
村
方
ゟ
取
寄
候
事
な
と
有
之
候

ニ
付
、
其
節
会
所
帳
面
改
候
ヲ
御
存
違
之
事
と
も
ニ
而
ハ
無
之
哉
、
何

分
ニ
も
此
方
へ
ハ
右
高
反
別
帳
無
之
候
ニ
付
此
段
申
進
候
、
能
々
御
勘

考
外
方
御
吟
味
被
下
候
様
ニ
と
奉
存
候

一
印
判
遣
申
候
間
掛
屋
一
件
書
付
ニ
御
達
候
ハ
ヽ
御
返
シ
可
被
下
候
、
此
段

宜
敷
奉
頼
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
晦
日
夜
認　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫

二
三
五

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
庄
蔵
様

　

冨
岡
会
所
詰
庄
蔵
宛
の
書
状
に
は
、
文
書
と
出
勤
録
に
関
す
る
興
味
深
い
事
実

が
判
明
す
る
。
前
半
は
測
量
書
上
帳
を
ま
と
め
た
袋
を
改
め
た
際
に
絵
図
面
入
と

あ
っ
た
が
実
際
に
は
少
な
く
、
そ
の
上
今
富
村
分
の
帳
面
も
無
い
、
他
の
帳
面
に

紛
れ
て
い
な
い
か
改
め
て
欲
し
い
と
の
依
頼
で
あ
る
。
後
半
は
、
去
々
年
郡
中
高

反
別
帳
の
所
在
に
関
し
て
出
勤
録
を
駆
使
し
た
対
応
と
い
え
る
。文
化
一
三
年「
出

勤
録
」
の
記
録
か
ら
、
測
量
方
に
関
す
る
呼
出
の
他
、
三
回
の
出
勤
に
取
り
扱
っ

た
記
憶
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
文
化
一
二
年
に
遡
り
、
郡
中
〆
切
・

海
面
築
立
に
関
す
る
質
入
直
段
小
作
米
積
書
付
指
示
の
際
に
は
、
会
所
所
蔵
の
帳

面
に
は
な
く
村
か
ら
取
り
寄
せ
た
文
書
を
利
用
し
た
、
こ
の
時
の
会
所
帳
面
改
を

思
い
違
い
し
て
い
る
の
で
は
と
指
摘
し
て
い
る
。
村
以
外
の
会
所
所
蔵
の
文
書
に

対
し
て
も
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
即
刻
返
答
で
き
る
よ
う
に
出
勤
録
を
詳
細
に
記

録
し
保
管
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
化
一
三
年
「
出
勤
録
」
は
、
文
化

一
五
年
ま
で
ま
と
め
て
綴
ら
れ
現
存
し
て
い
る（16）
。
出
勤
録
も
日
記
に
準
じ
て
、

文
書
の
索
引
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

２―

４
出
勤
録
と
別
冊
、
崎
津
村
一
件

　

日
記
の
中
で「
委
細
別
帳
」な
ど
文
書
化
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
九
月
二
日「
荒

地
急
々
難
起
返
分
之
内
弐
歩
通
当
寅
起
返
、
帳
面
仕
立
差
上
候
様
会
所
ゟ
申
来
、

右
帳
面
仕
立
今
日
冨
岡
ヘ
遣
ス
」
の
帳
面
に
対
す
る
文
書
が
、文
政
元
年
九
月
「
去

寅
申
辰
亥
年
田
方
荒
所
急
難
起
返
分
之
内
起
返
高
反
別
小
前
書
上
帳
控
」「
去
寅

申
辰
亥
年
田
方
荒
所
急
難
起
返
分
之
内
起
返
高
反
別
小
前
書
上
帳
控
」
で
あ
る（17）
。

こ
の
よ
う
に
「
帳
面
仕
立
」
と
短
く
、
経
緯
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
な
い
事

例
は
、
定
例
の
年
貢
や
土
地
に
関
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

一
二
月
一
二
日
役
所
に
お
い
て
、
順
一
郎
ヘ
の
庄
屋
交
代
の
書
付
が
渡
さ
れ
、

引
き
続
き
庄
屋
役
と
大
庄
屋
後
見
の
宜
珍
は
、
一
八
日
「
異
仏
一
件
ニ
付
罷
越
呉

候
様
大
庄
屋
ゟ
申
来
」
を
契
機
に
、
二
つ
の
一
件
処
理
の
た
め
二
二
日
ま
で
五
日

間
崎
津
村
へ
出
勤
し
た
。
こ
の
一
件
は
、
二
二
日
の
日
記
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

一
崎
津
ゟ
帰
、
同
所
一
件
別
紙
弐
冊
ニ
認
有
之
候

一
右
村
下
モ
町
松
五
郎
、
舟
津
福
蔵
娘
ま
さ
ト
夫
婦
之
約
束
い
た
し
、
ま
さ

外
人
ニ
肌
ふ
れ
候
ニ
付
、
異
仏
ヲ
所
持
罷
在
候
ト
申
事
ヲ
申
争
候
処
ニ
、

非
人
籐
作
参
リ
両
人
ヲ
搦
候
ニ
付
事
起
リ
、
家
扒
等
致
旁
委
細
ハ
別
帳

ニ
有
リ

一
右
村
御
仕
法
方
取
斗
、
是
又
別
帳
ニ
委
細
書
認
有
之
候
事
、
長
キ
ニ
付
略

ス

　

①
松
五
郎
と
ま
さ
の
浮
気
を
発
端
に
し
た
異
仏
所
持
、
②
御
仕
法
方
に
関
す
る

一
件
で
あ
る
。「
別
紙
弐
冊
ニ
認
」「
委
細
ハ
別
帳
ニ
有
リ
」「
別
帳
ニ
委
細
書
認

有
之
」
と
、
別
冊
参
照
の
指
示
が
あ
り
、
内
容
が
長
い
た
め
日
記
へ
の
記
載
は
略

す
と
あ
る
。
こ
の
別
冊
は
現
存
し
て
お
り
、①
「
崎
津
松
五
郎
ま
さ
異
仏
一
件
控
」

と
②
「
崎
津
村
出
入
事
取
計
覚
」、
同
時
に
作
成
さ
れ
た
た
め
文
政
元
年
一
二
月

と
同
年
月
で
、「
松
浦
平
八
郎
・
上
田
源
作
・
伊
野
又
七
郎
」
と
表
紙
の
名
前
も

同
じ
で
あ
る（18）
。
異
仏
一
件
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
天
草
崩
れ
の
可
能
性
を
指
摘
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し
た
、
大
橋
幸
泰
氏
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る（19）
。

　

こ
の
二
つ
の
一
件
は
、
出
勤
録
に
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
お
り
、
別
冊
と
出
勤
録

を
比
較
す
る
と
、
両
書
の
関
係
が
判
明
す
る
。
一
二
月
一
八
日
崎
津
へ
到
着
し
た

宜
珍
は
、
出
勤
録
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

一
同
日
呼
出
承
候
崎
津
村
番
者
非
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
さ

ま
さ
父　

福
蔵

　
　
　
　
　
　

松
五
郎
姉　

さ
を

右
之
口
書
別
紙
ニ
有
之
候
、
江
月
院
住
持
代
大
準
長
老
、
崎
津
庵
道
本
和
尚
、

松
浦
平
八
郎
殿
、
拙
者
、
并
伊
野
又
十
郎
殿
立
会
承
り
候

　

こ
の
一
件
の
中
心
人
物
で
あ
る
藤
作
・
松
五
郎
・
ま
さ
の
「
口
書
別
紙
ニ
有
之
」

と
あ
る
が
、
こ
の
口
書
本
文
が
別
冊
の
「
崎
津
松
五
郎
ま
さ
異
仏
一
件
控
」
に
順

番
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
別
冊
は
出
勤
録
と
同
じ
く
、
立
合
者
の
名
前
と

口
書
を
認
め
た
こ
と
、
一
九
日
朝
に
は
道
本
、
松
浦
が
役
所
へ
取
斗
の
伺
の
た
め

口
書
を
持
参
し
、
二
〇
日
に
は
両
人
の
帰
村
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
間
、

宜
珍
と
伊
野
は
、
も
う
一
つ
の
御
仕
法
方
と
唐
船
漂
着
取
斗
向
を
村
中
で
決
め
る

た
め
滞
留
し
て
い
た
。
そ
し
て
二
一
日
冨
岡
役
所
の
指
示
が
伝
え
ら
れ
る
。

一
御
役
所
御
内
意
を
以

　
　
　
　

家
扖　
　
　
　
　
　
　

舟
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
蔵
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
右
衛
門
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
五
郎
宅

　
　

打
破
候
品
見
届
并
手
道
具
扖　

松
五
郎
宅

一
福
蔵
宅
櫃
之
内
ニ
有
之
候
袋
入
小
玉
二
ツ
、
銭
少
シ
、
守
袋
之
内
十
字
并

印
形
之
切
紙
等
有
之
、
松
五
郎
申
出
候
異
仏
ハ
相
見
不
申
候

一
福
右
衛
門
宅
神
棚
之
内
ニ
金
く
そ
壱
ツ
有
之
候

一
松
五
郎
宅
へ
押
掛
参
立
具
、
其
外
打
破
候
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
さ
兄　

福
右
衛
門

縄
手
鎖
掛
組
頭
預　
　

同
断　

沖
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
姉
聟　

初
五
郎

〆
三
人
（
後
略
）

　

一
件
の
関
係
者
福
蔵
宅
他
を
家
扖
と
し
、
発
見
さ
れ
た
信
仰
物
を
書
き
上
げ
て

い
る
。
続
い
て
福
右
衛
門
か
ら
藤
作
ま
で
各
人
の
処
罰
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
す

べ
て
別
冊
の
「
崎
津
松
五
郎
ま
さ
異
仏
一
件
控
」
と
同
文
で
あ
る
。
処
罰
の
前
後

に
は
「
御
役
所
御
内
意
を
以
」「
右
ハ
御
内
意
ヲ
以
取
斗
候
」
と
あ
り
、
こ
の
部

分
が
出
勤
録
と
別
冊
の
違
い
で
あ
る
。

　

こ
の
日
の
夜
組
頭
中
を
呼
び
出
し
、「
此
節
之
一
件
恐
入
候
事
ニ
付
村
中
致
吟

味
、
疑
敷
も
有
之
候
ハ
丶
家
扖
い
た
し
怪
敷
品
見
当
候
ハ
丶
庵
主
へ
先
申
出
、
村

中
取
〆
候
様
」
と
指
示
し
て
い
る
。
出
勤
録
で
は
、
異
仏
一
件
の
記
録
は
こ
こ
で

二
三
七

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



終
わ
っ
て
い
る
が
、
別
冊
に
よ
る
と
、
当
事
者
を
正
月
に
再
度
糺
し
、
怪
敷
・
不

審
を
慎
む
書
付
を
双
方
か
ら
提
出
さ
せ
手
鎖
を
免
除
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
翌
文
政
二
年
二
月
松
五
郎
か
ら
「
以
書
付
御
詫
申
上
候
事
」、
福
蔵
・

ま
さ
か
ら
「
再
応
御
糺
ニ
付
差
上
候
一
札
之
事
」
が
宜
珍
他
取
調
者
へ
提
出
さ
れ
、

そ
の
本
文
が
写
さ
れ
二
月
一
二
日
本
紙
は
大
庄
屋
松
浦
氏
へ
遣
わ
し
た
と
記
し
て

い
る
。

　

出
勤
最
終
日
の
二
二
日
に
は
、
②
御
仕
法
方
一
件
に
携
わ
っ
て
お
り
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　

一
銭
百
三
拾
匁　
　
　
　
　
　
　
　

崎
津
村　

源
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

藤
右
衛
門

源
之
丞
ゟ
来
卯
四
月
廿
限
、
藤
右
衛
門
へ
相
払
候
筈
、
証
文
差
出
候
ヲ
藤
右

衛
門
方
へ
相
渡
候

　

こ
の
よ
う
に
一
つ
書
き
に
よ
っ
て
、
源
之
丞
・
藤
右
衛
門
を
は
じ
め
合
計
六
件

の
関
係
者
の
名
前
と
、「
屋
敷
売
買
一
件
」「
勇
次
郎
、
栄
次
郎
家
督
一
件
」
と

各
案
件
の
結
果
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
別
冊
の
「
崎
津
村
出
入
事
取
計

覚
」
に
は
、
こ
の
源
之
丞
・
藤
右
衛
門
の
場
合
、
ま
ず
源
之
丞
が
藤
右
衛
門
か
ら

借
り
た
元
利
計
五
九
〇
匁
の
支
払
が
で
き
ず
、
内
一
三
〇
匁
を
卯
四
月
二
〇
日
ま

で
に
支
払
う
と
得
心
し
た
経
緯
を
記
す
。
つ
ぎ
に
源
之
丞
か
ら
宜
珍
・
伊
野
氏
宛
、

一
二
月
二
〇
日
付
「
覚
」、藤
右
衛
門
宛
の
宜
珍
・
伊
野
氏
の
奥
書
の
本
文
が
続
く
。

そ
の
他
の
案
件
も
同
様
に
、
宛
名
や
奥
書
に
宜
珍
・
伊
野
、
大
庄
屋
松
浦
、
崎
津

村
庄
屋
吉
田
の
名
前
を
連
ね
、
内
容
を
保
障
し
た
各
文
書
の
本
文
が
写
さ
れ
て
い

る
。

　

出
勤
録
と
別
冊
「
崎
津
松
五
郎
ま
さ
異
仏
一
件
控
」「
崎
津
村
出
入
事
取
計
覚
」

を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
一
件
解
決
の
経
過
の
流
れ
を
簡
潔
に
記
し
、
後
者
は
口

書
、
書
付
本
文
を
記
し
、
後
の
証
拠
文
書
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
書
き
分
け
て
い

る
。
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
た
「
御
役
所
御
内
意
」
＝
処
罰
は
両
書
い
ず
れ
に
も

記
載
さ
れ
、
情
報
へ
の
検
索
利
便
を
高
め
て
い
る
。

３
日
記
と
文
書
と
飛
脚

３―

１
異
国
船
漂
着
触
と
伺

　

日
記
の
文
書
写
の
中
で
、
現
存
文
書
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
た
文
書
が
い

く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
文
化
一
五
年
七
月
の
「
異
船
取
斗
」
文
書
の
経
緯
に
つ
い
て

み
て
い
き
た
い
。
こ
の
発
端
は
、
六
月
二
三
日
の
「
異
国
船
五
月
十
五
日
頃
相
模

伊
豆
辺
江
漂
着
致
候
由
風
聴
、
長
崎
表
ゟ
御
内
分
御
役
所
へ
被
仰
遣
候
ニ
付
、
高

浜
放
火
山
江
小
芝（
柴
）等
取
寄
、
用
意
可
然
旨
被
仰
付
候
段
、
会
所
ゟ
廻
状
を
以
今
晩

遅
ク
申
来
ル
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
触
は
文
化
一
五
年
「
御
用
書
留
帳
」

に
も
記
さ
れ
る（20）
。
六
月
二
三
日
付
、
会
所
詰
大
庄
屋
か
ら
「
冨
岡
始
西
筋
海
辺

付
村
々
宮
河
内
迄
大
庄
屋
・
町
役
人
・
庄
屋
衆
中
」
宛
、
天
草
郡
内
で
も
地
域
限

定
の
触
で
あ
る
。
日
記
と
同
じ
く
長
崎
か
ら
内
分
の
連
絡
で
あ
り
、
江
戸
か
ら
の

沙
汰
も
な
い
が
心
得
と
し
て
、
高
浜
他
西
筋
海
辺
付
村
へ
知
ら
せ
る
。
追
而
書
に

は
、
刻
付
早
々
の
順
達
が
指
示
さ
れ
、
辰
刻
の
触
は
夜
四
つ
時
小
田
床
か
ら
受
け

取
り
、
す
ぐ
に
大
江
へ
遣
わ
し
て
い
る
。

　

二
四
日
に
は
、
五
人
組
頭
を
村
会
所
へ
呼
び
出
し
、
村
内
荒
尾
放
火
場
へ
の
小

柴
伐
寄
に
つ
い
て
触
の
趣
旨
を
申
し
付
け
、
二
六
日
に
馬
持
一
駄
、
そ
の
他
一
荷

二
三
八
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づ
つ
伐
り
出
す
こ
と
に
決
定
し
た
。
ま
た
村
の
南
、西
平
の
者
へ
遠
見
を
心
掛
け
、

異
国
船
を
発
見
し
た
際
に
は
早
速
届
け
出
る
よ
う
申
し
付
け
て
い
る
。
そ
の
準
備

状
況
を
、
宜
珍
は
大
庄
屋
松
浦
四
郎
八
へ
「
当
村
放
火
山
江
小
柴
取
寄
置
候
様
、

夜
前
御
触
書
を
以
被
仰
付
候
ニ
付
、
今
日
村
中
江
申
聞
、
明
日
ゟ
伐
寄
候
筈
ニ
御

座
候
」
と
書
状
で
伝
え
て
い
る
。
二
六
日
、
荒
尾
峠
放
火
場
の
柴
伐
を
行
い
、
柴

一
五
〇
〇
把
余
を
二
ケ
所
に
積
立
、
役
人
中
は
全
員
参
加
し
た
と
会
所
よ
り
申
し

出
が
あ
っ
た
。

　

小
柴
寄
の
準
備
が
完
成
し
た
二
七
日
朝
、
宜
珍
は
つ
ぎ
の
書
状
を
会
所
詰
大
庄

屋
衆
中
へ
送
っ
た
。

一
筆
啓
上
仕
候
、
然
者
去
ル
廿
三
日
辰
刻
出
之
御
廻
状
、
其
夜
四
ツ
過
相
達

被
為
仰
触
之
趣
奉
畏
、
翌
廿
四
日
村
中
へ
申
聞
、
一
昨
廿
五
日
ゟ
昨
日

迄
荒
尾
峠
放
火
場
へ
段
々
柴
伐
寄
さ
せ
、
根
置
差
渡
三
間
高
サ
壱
丈
余

ツ
ヽ
弐
ケ
所
ニ
積
立
置
申
候
間
、
此
段
被
仰
上
可
被
下
候

一
右
積
立
置
候
柴
之
義
、
異
国
船
沖
間
ニ
相
見
候
節
、
此
侭
ニ
而
放
火
可
仕

歟
、
又
ハ
先
御
支
配
之
砌
之
通
、
放
火
台
拵
候
様
追
々
被
仰
付
候
義
ニ

も
可
相
成
歟
、
万
一
其
義
無
之
内
、
異
国
船
沖
間
ニ
相
見
候
ハ
ヽ
、
此

侭
ニ
而
放
火
マ
マ
可
仕
可
申
哉
、
左
候
時
は
地
方
ゟ
何
里
程
沖
間
ニ
近

寄
候
時
ニ
火
掛
可
申
哉
、
去
ル
巳
年
放
火
台
拵
方
被
仰
付
候
砌
ハ
、
地

方
ゟ
七
八
里
程
沖
間
ニ
相
見
、
近
寄
候
体
ニ
候
ハ
ヽ
焼
立
候
様
、
尚
又

急
飛
脚
ヲ
以
御
註
進
も
申
上
候
様
被
仰
付
御
座
候
、
尤
其
節
ハ
遠
見
衆

放
火
場
詰
被
仰
付
候
へ
共
、
此
節
ハ
い
ま
た
其
義
ニ
為
及
候
御
事
と
不

奉
存
候
ニ
付
、
当
村
西
平
へ
住
居
罷
在
候
百
姓
共
へ
早
速
申
聞
、
作
場

ゟ
時
々
心
掛
遠
見
い
た
し
異
国
船
と
相
見
候
ハ
ヽ
、
直
ニ
私
方
へ
申
出

候
様
申
付
置
候
得
共
、
作
場
ゟ
心
懸
ケ
候
斗
ニ
而
ハ
見
損
難
斗
奉
存
候

間
、
差
心
得
候
者
一
両
人
荒
尾
峠
へ
別
段
差
遣
、
遠
見
為
仕
候
様
取
斗

可
申
歟
、
御
廻
状
之
趣
ニ
而
ハ
、
い
ま
た
左
様
迄
仕
候
ニ
及
間
敷
奉
存

候
得
共
、
手
抜
ケ
手
違
仕
候
而
ハ
大
切
と
奉
存
、
此
段
御
伺
申
上
否
哉

為
御
知
可
被
下
候
、
先
ハ
右
之
段
申
上
度
如
此
ニ
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　

六
月
廿
七
日
朝　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
御
衆
中

　

右
之
通
伺
候
処
、
此
上
御
沙
汰
有
之
迄
西
平
作
人
共
心
付
候
斗
ニ
て
、
可

　

然
之
旨
申
来
ル

　

こ
の
書
状
に
は
、
準
備
の
状
況
と
異
国
船
発
見
の
際
の
対
応
に
つ
い
て
、
放
火

台
建
設
や
放
火
・
急
飛
脚
の
方
法
な
ど
、
廻
状
で
は
不
明
な
点
を
問
い
合
わ
せ
て

い
る
。「
先
御
支
配
之
砌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
化
一
〇
年
ま
で
の
島
原
藩
預
か

ら
長
崎
代
官
支
配
へ
と
変
更
し
た
た
め
、「
手
抜
ケ
手
違
」
し
な
い
よ
う
に
十
分

な
配
慮
を
し
た
内
容
で
あ
る
。
飛
脚
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
と
、
西
平
作
人
の
心
付

だ
け
で
よ
い
と
の
返
事
が
す
ぐ
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
入
念
な
準
備
を
し
て
い
た
が
、
七
月
二
日
荒
尾
岳
西
の
大
平
畑
側

の
小
薮
を
切
り
払
い
焼
い
た
際
に
野
に
火
が
移
り
、
村
で
家
小
屋
の
火
事
と
誤
認

し
幸
兵
衛
・
房
右
衛
門
に
駆
け
付
さ
せ
て
確
認
し
た
。
ち
ょ
う
ど
異
国
船
対
応
の

最
中
で
あ
り
、
冨
岡
へ
飛
脚
に
よ
り
つ
ぎ
の
届
を
送
っ
た
。

急
飛
脚
を
以
申
上
候
、
然
ハ
今
日
八
ツ
時
当
村
荒
尾
岳
放
火
場
近
辺
火
手
相

二
三
九
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世
後
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携



見
候
ニ
付
、
即
刻
村
役
人
共
駆
付
さ
せ
候
処
、
放
火
場
ゟ
六
七
十
間
西
ノ
方
、

三
十
間
程
地
下
リ
之
処
大
平
ト
申
所
、
畑
ノ
側
小
薮
伐
払
置
候
ヲ
右
畑
主
共

今
日
焼
候
処
、
野
方
ニ
火
洩
候
而
燃
立
候
ニ
付
、
近
辺
作
場
ニ
参
合
居
候
者

共
打
寄
早
速
消
留
申
候
、
尤
暫
時
之
間
火
烔（
烟
）立
登
候
ニ
付
於
村
方
甚
相
驚
申

候
、
貴
地
ゟ
如
何
共
御
覧
被
遊
候
哉
、
万
一
放
火
ニ
而
も
可
有
之
歟
ニ
被
為

思
召
上
候
得
ハ
、
至
而
太
切
之
義
ニ
奉
存
候
故
、
右
之
趣
申
上
度
即
時
飛
脚

を
以
申
上
候
、
放
火
場
近
辺
火
用
心
之
義
ハ
、
兼
而
西
平
中
畑
主
共
へ
申
付

置
候
処
、
右
体
之
義
仕
出
候
ニ
付
已
来
精
々
入
念
候
様
、
村
役
人
中
ゟ
今
日

も
申
付
置
候
段
申
出
候
、
尚
亦
村
方
へ
呼
出
シ
取
〆
置
可
申
候
間
、
御
上
表

之
義
宜
敷
御
執
成
被
仰
上
置
被
下
候
様
深
々
奉
頼
候
、
先
ハ
右
迄
如
此
御
座

候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
二
日
申
下
刻　
　
　
　

上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
御
衆
中

　

こ
の
書
状
は
、
急
飛
脚
に
よ
っ
て
知
ら
せ
た
も
の
で
、
村
人
の
失
火
を
異
国
船

到
来
の
放
火
と
見
間
違
え
な
い
よ
う
注
意
を
促
し
、
村
内
に
は
火
の
用
心
を
申
し

付
け
た
と
あ
る
。

３―

２
白
帆
大
船
の
来
航
と
「
異
船
取
斗
」

こ
の
一
件
を
よ
り
複
雑
に
し
た
の
は
、
失
火
の
翌
三
日
に
異
国
船
を
発
見
し
た
こ

と
で
あ
る
。
西
平
沖
に
白
帆
大
船
一
艘
が
見
え
た
と
届
が
あ
り
、
早
速
忰
順
一
郎

他
が
荒
尾
岳
に
駈
け
登
り
確
認
し
、
冨
岡
へ
つ
ぎ
の
届
を
提
出
し
た
。

白
帆
大
船
壱
艘
、
今
日
辰
ノ
下
刻
当
村
西
平
大
ケ
瀬
沖
、
地
方
ゟ
三
里
程
之

所
ニ
相
見
候
段
、
兼
而
遠
見
申
附
置
候
同
所
作
人
共
申
出
、
私
義
病
気
ニ
付

倅
順
一
郎
并
村
役
人
共
へ
西
平
峠
江
駈
登
見
セ
候
処
、紅
毛
船
歟
と
相
見
へ
、

東
南
風
を
請
長
崎
口
を
心
懸
候
体
之
船
行
ニ
相
見
江
、
尤
旗
赤
黒
白
之
様
ニ

も
相
見
候
得
共
得
と
分
兼
申
候
、
只
今
巳
ノ
刻
当
村
白
洲
沖
三
里
程
と
相
見

へ
風
根
宜
敷
ニ
付
、
野
母
崎
之
様
差
向
船
進
ミ
能
走
行
候
体
ニ
相
見
へ
申
候

ニ
付
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
三
日
巳
ノ
刻　

高
浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　

冨
岡
御
役
所

白
帆
大
船
沖
間
ニ
相
見
候
御
届
書
、
急
飛
脚
を
以
差
遣
申
候
、
則
別
紙
之
通

ニ
御
座
候
間
即
刻
御
上
可
被
下
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
三
日
巳
之
刻　

 

高
浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
御
衆
中

　

届
に
よ
る
と
、
船
は
紅
毛
船
、
高
浜
の
西
を
航
行
し
野
母
崎
に
向
か
っ
た
と
あ

る
。そ
し
て
未
下
刻
、同
様
に
飛
脚
両
人
を
遣
し
、こ
の
日
二
度
目
の
届
を
送
っ
た
。

今
日
御
届
申
上
候
白
帆
大
船
之
儀
、
巳
刻
頃
迄
者
野
母
崎
之
様
差
向
走
居
候

処
、
沖
間
風
根
違
候
哉
志
岐
崎
之
様
乗
向
、
午
刻
頃
迄
ハ
地
方
ゟ
三
四
里
之

程
ニ
相
見
居
、
又
午
刻
過
ゟ
下
リ
向
直
リ
当
村
と
小
田
床
村
之
沖
間
走
居
候

ニ
付
、
遠
目
鏡
ニ
而
見
候
得
者
、
未
下
刻
中
黒
手
之
帆
之
御
用
船
歟
と
相
見
、

大
勢
乗
組
之
様
子
ニ
而
乍
走
櫓
を
添
え
、
時
之
間
ニ
異
船
近
ク
乗
寄
セ
、
何

歟
印
之
様
成
も
の
を
立
、
夫
ゟ
異
船
ニ
乗
付
候
様
子
之
処
、
未
下
刻
頃
ゟ
野

二
四
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母
崎
之
様
向
ひ
走
候
体
ニ
見
請
候
ニ
付
、
此
段
又
々
御
届
申
上
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
三
日
未
下
刻　

高
浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫

　
　
　

冨
岡
御
役
所

　

白
帆
船
之
儀
又
々
別
紙
を
以
御
届
申
上
候
間
、
早
速
御
上
可
被
下
候

一
御
役
所
ゟ
当
村
江
被
仰
渡
之
御
書
付
、
御
遣
慥
ニ
受
取
拝
見
奉
畏
候
、
此

段
宜
敷
御
請
被
仰
上
可
被
下
候
、
右
申
上
度
如
此
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
三
日　
　
　
　

高
浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
御
衆
中

　

こ
の
届
で
は
、
船
は
方
向
を
変
え
志
岐
方
面
へ
向
か
い
、
遠
目
鏡
で
詳
細
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
御
用
船
が
異
国
船
へ
乗
り
付
け
た
と
あ
る
。
ま
た
会
所
詰
大
庄
屋

宛
に
は
、
役
所
か
ら
の
「
当
村
江
被
仰
渡
之
御
書
付
」
を
拝
受
し
た
と
あ
る
。
こ

れ
は
「
異
船
取
斗
方
之
義
被
仰
渡
書
付
一
通
、御
役
所
ゟ
今
日
御
渡
会
所
ゟ
到
来
」

と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
本
文
を
写
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
浜
村
江

放
火
之
儀
取
調
候
処
、当
時
冨
岡
表
ニ
非
常
備
之
人
数
相
詰
候
儀
ニ
も
無
之
、

致
放
火
候
而
も
、
弥
異
国
船
ニ
而
何
里
程
沖
ニ
相
見
候
と
申
儀
治
定
之
注
進

無
之
内
ハ
、
備
向
人
数
被
差
出
方
達
候
儀
も
難
致
、
然
ル
上
ハ
不
益
之
次
第

ニ
而
、
村
方
も
常
々
迷
惑
ニ
相
成
候
儀
故
、
当
御
支
配
中
ハ
放
火
ニ
は
不
及
、

常
々
村
人
江
も
申
聞
置
海
面
折
々
心
付
、
異
船
と
見
定
候
ハ
ヽ
委
細
飛
脚
を

以
可
申
越
候
、尤
拾
里
内
外
ニ
無
之
候
而
ハ
見
定
も
出
来
兼
候
儀
と
聞
候
間
、

見
定
候
ハ
ヽ
凡
之
里
数
等
委
細
注
進
可
致
候
、
右
者
肥
後
表
江
人
数
被
差
出

方
及
達
候
間
、
入
念
候
様
い
た
し
度
事

　
　
　

御
印　
　
　

寅
七
月

一
肥
後
表
江
掛
合
方
之
儀
者
、
長
崎
江
不
申
遣
、
此
地
ゟ
直
ニ
掛
合
候
条
、

兼
而
心
得
可
罷
在
候

  

こ
の
文
書
は
文
化
一
〇
年
に
交
代
し
た
長
崎
代
官
支
配
期
の
異
国
船
対
応
を
示

し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
内
容
と
し
て
役
所
は
、
放
火
で
異
国
船
来
航
を
通
報

さ
れ
て
も
対
応
で
き
ず
不
益
で
あ
る
。
ま
た
村
の
迷
惑
に
も
な
る
の
で
、
長
崎
代

官
支
配
中
は
放
火
で
は
な
く
、
船
の
沖
合
の
位
置
を
飛
脚
に
よ
り
知
ら
せ
る
よ
う

に
指
示
し
た
。
熊
本
藩
へ
の
掛
合
は
直
接
に
と
あ
る
が
、
文
化
五
年
七
月
の
地
理

見
分
以
降
の
「
ヲ
ロ
シ
ヤ
手
当
」
の
関
係
と
考
え
ら
れ
る（21）
。

　

こ
の
書
付
の
本
紙
は
「
異
船
方
書
付
入
袋
之
内
ニ
相
加
置
候
也
」
と
あ
り
、
寅

七
月
「
異
船
相
見
候
節
取
計
方
御
仰
渡
書
付
」
が
現
存
し
て
い
る（22）
。「
異
船
方
書

付
入
袋
」
と
い
う
分
類
の
袋
に
入
れ
保
管
し
、
加
え
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
存

の
文
書
蓄
積
へ
の
追
加
と
い
え
る
。
袋
自
体
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の
書
付
の

前
後
に
は
、
文
化
元
年
の
ラ
ッ
ク
ス
マ
ン
、
文
化
四
年
の
ロ
シ
ア
船
の
蝦
夷
地
襲

撃
、
文
化
五
年
の
レ
ザ
ノ
フ
、
嘉
永
六
年
ペ
リ
ー
、
嘉
永
七
年
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
来

航
に
関
す
る
文
書
が
ま
と
ま
っ
て
い
る（23）
。
文
書
整
理
時
に
ま
と
め
ら
れ
た
可
能

性
も
あ
る
が
、
文
化
一
五
年
時
に
は
「
異
船
方
書
付
入
袋
」
に
追
加
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
「
異
船
方
」
の
分
類
を
作
成
管
理
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（24）
。

　

そ
の
後
四
日
に
は
白
帆
船
は
見
え
な
く
な
っ
た
が
、
新
た
に
南
の
魚
貫
崎
か
ら

別
の
白
帆
船
を
発
見
し
た
た
め
、
冨
岡
へ
つ
ぎ
の
届
を
送
っ
た
。

昨
日
御
届
申
上
候
白
帆
船
之
儀
、
今
暁
山
之
峠
よ
り
遠
見
為
仕
置
候
処
、
沖

二
四
一

近
世
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期
天
草
郡
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村
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・
文
書
の
連
携



間
帆
影
も
相
見
へ
不
申
候
、
如
何
野
母
崎
乗
廻
申
候
哉
と
奉
存
候
、
然
所
魚

貫
崎
沖
拾
里
余
之
所
ニ
白
帆
船
壱
艘
、
昨
日
之
白
帆
ゟ
ハ
少
シ
大
船
と
相
見

ヘ
、
野
母
崎
江
向
走
候
体
見
請
候
処
、
只
今
巳
中
刻
頃
ハ
自
眼
ニ
而
者
相
見

不
申
、
遠
目
鏡
ニ
而
見
候
得
者
余
程
沖
間
遠
ク
相
成
、
北
風
と
相
見
申
候
得

共
、
や
は
り
野
母
崎
へ
向
走
候
様
遥
ニ
相
見
申
候
ニ
付
、
此
段
御
届
申
上
候
、

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
四
日
巳
中
刻　
　
　
　

 

上
田
源
太
夫
判

　
　
　
　
　
　

冨
岡
御
役
所

　
　
　

白
帆
船
之
儀
又
々
別
紙
之
通
リ
御
届
申
上
候
間
、
早
速
御
上
可
被
下
候
、

　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
御
衆
中

３―

３
飛
脚
の
申
出
と
文
書
化

　

書
状
は
速
報
を
重
視
す
る
た
め
「
七
月
二
日
申
下
刻
」「
七
月
三
日
巳
ノ
刻
」

と
刻
付
し
て
い
る
。
こ
の
点
「
御
用
書
留
帳
」
の
村
継
の
場
合
に
も
刻
付
が
あ
り

共
通
点
と
い
え
る
。
し
か
し
書
状
に
よ
る
情
報
発
信
は
宜
珍
か
ら
冨
岡
役
所
・
会

所
詰
大
庄
屋
へ
の
一
方
的
と
な
り
返
信
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
書
状
を
依
頼
し
た

飛
脚
の
収
集
し
た
情
報
が
重
要
に
な
る
。

　
　

①
七
月
三
日　

冨
岡
帰
、
高
浜
村
飛
脚
二
人

一
昨
申
ノ
下
刻
遣
候
飛
脚
今
日
未
刻
罷
帰
候
処
、
冨
岡
へ
居
候
内
迄
ハ
異
船

之
儀
為
何
沙
汰
も
無
之
と
申
候
、
然
処
今
日
巳
刻
遣
候
飛
脚
戌
下
刻
頃

罷
帰
、
今
昼
過
キ
冨
岡
へ
着
候
処
、
志
岐
ゟ
届
方
有
之
、
冨
岡
西
浜
ゟ

会
所
迄
、
同
所
近
辺
村
々
ゟ
大
勢
町
中
ハ
不
残
と
相
見
、
鳶
口
棒
な
と

持
候
而
相
詰
居
、
竹
鑓
作
候
様
被
仰
付
候
と
之
風
聞
い
た
し
居
、
夫
ゟ

舟
二
艘
ニ
大
勢
乗
組
、
異
船
へ
参
候
様
被
仰
付
候
由
、
遠
見
衆
其
外
乗

被
申
候
而
、
帆
掛
候
上
ニ
櫓
ヲ
立
未
下
刻
頃
沖
へ
乗
出
候
処
、
飛
脚
之

者
年
柄
村
ゟ
日
暮
前
見
候
へ
ハ
、
西
浜
へ
右
小
舟
二
艘
乗
戻
リ
候
体
ニ

て
有
之
候
、
右
異
船
昼
頃
ハ
西
浜
ゟ
壱
里
半
程
ニ
近
寄
候
処
、
無
程
乗

出
候
而
又
下
モ
之
様
向
候
と
申
事
ニ
候
、
日
暮
頃
ハ
下
津
深
江
沖
二
里

斗
ニ
、
下
タ
之
帆
斗
ニ
成
上
帆
中
帆
之
分
ハ
巻
候
而
、
繋
候
体
之
様
相

見
候
段
、
飛
脚
之
者
申
出
候
侭
書
記
候

　
　

②
七
月
三
日　

冨
岡
行
、
魚
貫
村
飛
脚

一
今
晩
寅
上
刻
頃
魚
貫
村
飛
脚
冨
岡
行
之
由
、
松
明
貰
ニ
村
会
所
へ
立
寄
候

処
、
今
日
昼
頃
牛
深
沖
間
三
リ
斗
ニ
、
紅
毛
船
壱
艘
相
見
候
届
方
ニ
罷

通
リ
候
と
申
候
、
見
張
御
番
所
ゟ
船
乗
出
シ
旁
牛
深
近
辺
大
騒
と
申
之

候
段
、
会
所
ゟ
申
出
候

　
　

③
七
月
四
日　

冨
岡
帰
、
高
浜
村
飛
脚

一
昨
未
刻
遣
候
飛
脚
今
日
午
ノ
下
刻
罷
帰
候
処
、
会
所
ゟ
御
届
書
夜
前
四
ツ

半
頃
相
達
直
様
差
上
候
処
、
毎
度
入
念
候
段
会
所
ゟ
可
申
遣
旨
、
被
仰

聞
候
段
申
来
ル

一
昨
四
ツ
頃
冨
岡
遠
見
所
ゟ
届
出
ニ
相
成
、
市
中
ハ
勿
論
御
役
所
并
会
所
へ

ハ
、
志
岐
鉄
炮
打
不
残
、
人
足
廿
人
余
相
詰
、
夜
前
通
夜
ニ
て
御
座
候
、

二
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二
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其
外
近
郷
海
辺
最
寄
々
々
相
構
、
肥
後
表
へ
ハ
飛
脚
御
差
立
之
筈
ニ
て
、

船
舸
子
拾
人
御
足
軽
代
志
岐
ゟ
壱
人
冨
岡
ゟ
壱
人
御
手
当
ニ
御
座
候
、

乍
然
今
朝
ハ
何
方
へ
参
候
哉
異
船
引
取
只
今
被
仰
付
候

　
　

④
七
ノ
五
日　

冨
岡
帰
、
高
浜
村
飛
脚

一
昨
巳
刻
遣
候
飛
脚
今
日
辰
下
刻
罷
帰
候
処
、
会
所
ゟ
申
来
候
ハ
、
白
帆
舟

之
儀
毎
々
入
念
注
進
い
た
し
候
段
一
段
之
事
と
存
候
ニ
付
、
長
崎
表
へ

も
可
申
上
候
ニ
付
、
会
所
ゟ
右
之
段
可
申
遣
之
旨
被
仰
付
候
段
、
且
昨

日
之
舟
ハ
夜
前
野
母
崎
へ
か
ゝ
り
最
早
長
崎
へ
御
引
渡
ニ
相
成
候
趣
ニ

而
、
跡
舟
之
義
も
、
長
崎
へ
着
船
い
た
し
候
訳
慥
ニ
相
分
候
ハ
ヽ
、
早

速
貴
殿
方
へ
為
御
知
可
被
遊
候
趣
ニ
御
座
候

　

飛
脚
の
情
報
は
二
種
類
あ
り
、
ま
ず
「
飛
脚
之
者
申
出
候
侭
書
記
候
」
と
あ
る

よ
う
に
①
②
③
後
半
の
冨
岡
や
牛
深
の
白
帆
船
対
応
の
様
子
を
詳
細
に
伝
達
し
た

も
の
。
つ
ぎ
に
「
会
所
ゟ
申
来
候
」
な
ど
③
前
半
④
、
書
状
を
届
け
た
会
所
の
対

応
や
会
所
か
ら
の
通
達
で
あ
る
。
先
に
書
状
へ
の
返
信
が
少
な
い
と
し
た
が
、
飛

脚
に
よ
っ
て
直
接
伝
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

　

そ
し
て
白
帆
船
案
件
は
長
崎
に
引
渡
と
な
り
、
こ
の
件
は
収
束
し
た
。
④
で
飛

脚
よ
り
伝
達
さ
れ
た
会
所
の
反
応
は
、
つ
ぎ
の
御
褒
詞
文
書
と
な
っ
て
一
〇
日
に

届
く
。

　
　

一
冨
岡
ゟ
村
継
を
以
、
左
之
通
被
仰
下
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
浜
村
庄
屋
上
田
源
太
夫

今
般
白
帆
注
進
方
時
々
行
届
候
ニ
付
、
委
細
長
崎
表
へ
申
上
候
処
、
其
御
筋

江
も
御
噂
之
上
御
褒
被
置
之
旨
申
来
候
間
可
得
其
意
候

印　
　

寅
七
月　
　

 

冨
岡
御
役
所

別
紙
御
褒
詞
御
呼
出
之
上
被
仰
渡
候
筈
ニ
候
得
共
、
暑
中
御
い
と
ひ
御
書
付

御
渡
御
座
候
ニ
付
、
村
継
を
以
差
遣
申
候
、
先
々
目
出
度
御
挨
拶
旁
如
此
御

座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
九
日　
　
　
　
　

 

会
所
詰
大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫
殿

　
　
　

右
之
通
被
仰
渡
候
ニ
付
写
置
候
也

　

宜
珍
の
数
度
に
及
ぶ
白
帆
注
進
が
行
き
届
い
て
い
る
の
で
、
長
崎
（
代
官
）
へ

も
伝
え
御
褒
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
飛
脚
の
伝
達
か
ら
御
褒
詞
と

し
て
文
書
化
さ
れ
、「
写
置
」
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
村
・
宜
珍
の
対
応

を
評
価
し
た
重
要
な
文
書
と
位
置
づ
け
本
文
を
記
し
た
。
御
褒
詞
に
対
し
て
、
早

速
宜
珍
は
つ
ぎ
の
書
状
を
送
っ
た
。

一
明
日
冨
岡
へ
御
礼
ニ
、
立
会
又
右
衛
門
差
遣
候
筈
、
会
所
へ
左
之
通
書
状

遣
一
昨
九
日
御
仕
出
之
村
継
御
状
、
昨
十
日
夕
方
相
達
奉
拝
見
候
処
、
今
般
白

帆
御
注
進
方
時
々
行
届
候
ニ
付
、
委
細
長
崎
御
表
へ
被
為
仰
立
被
下
候

処
、
其
御
筋
江
も
御
噂
之
旨
御
褒
被
為
置
之
旨
、
御
書
付
を
以
被
仰
渡

候
段
重
畳
難
有
奉
承
知
候
、
且
右
御
褒
詞
之
趣
、
御
呼
出
之
上
被
仰
渡

候
筈
ニ
御
座
候
得
共
、
暑
中
御
厭
被
遊
御
書
付
御
渡
御
座
候
旨
被
仰
知
、

二
四
三

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



旁
以
御
憐
愍
之
段
千
万
難
有
奉
存
候
、
右
御
礼
ニ
早
速
罷
出
候
筈
ニ
御
座

候
得
共
、
病
中
ニ
付
乍
恐
年
寄
代
差
出
申
候
間
、
宜
敷
御
執
成
、
御
礼

被
仰
上
被
下
候
様
奉
頼
候
、
尤
右
御
請
書
付
差
上
候
筈
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、

何
卒
貴
地
ニ
て
御
認
御
上
被
下
候
様
奉
頼
候
、
為
念
印
判
為
持
差
遣
申

候
間
、
是
又
宜
敷
奉
頼
候
、
先
ハ
右
御
頼
迄
如
此
ニ
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
十
一
日　
　
　
　
　
　

上
田
源
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
所
詰
大
庄
屋
御
衆
中

　

病
中
の
宜
珍
は
御
褒
詞
の
御
礼
を
述
べ
、
請
書
提
出
の
た
め
年
寄
代
・
立
会
又

右
衛
門
を
派
遣
、
印
判
を
持
参
さ
せ
て
い
る
。
一
一
日
又
右
衛
門
か
ら
「
御
役
所

へ
会
所
詰
御
召
連
之
由
、
難
有
被
仰
聞
候
由
、
御
請
書
ニ
ハ
及
不
申
候
由
、
態
々

御
礼
ニ
差
出
候
段
入
念
候
事
ト
被
仰
聞
候
旨
」
と
、
冨
岡
で
の
状
況
を
聞
き
、
こ

の
一
件
に
関
す
る
日
記
記
述
は
終
了
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
異
船
取
斗
」
に
関
す
る
、
日
記
の
書
状
や
飛
脚
の
情
報
、
文
書
の

写
な
ど
の
経
過
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
、
船
頭
を
中
心
に
異
国
船
関
係
の
情
報

収
集
に
つ
い
て
分
析
し
た
が
、
今
回
は
高
浜
が
情
報
発
信
地
と
な
り
、
書
状
＋
飛

脚
に
よ
る
情
報
収
集
・
伝
達
の
事
例
を
紹
介
し
た（25）
。海
に
囲
ま
れ
た
高
浜
村
で
は
、

広
範
囲
に
移
動
す
る
船
頭
は
重
要
な
情
報
源
で
あ
っ
た
が
、
役
所
や
会
所
の
あ
る

冨
岡
と
直
接
・
短
時
間
で
結
ぶ
陸
の
飛
脚
も
船
頭
と
同
じ
く
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
「
異
船
取
斗
」
の
本
文
を
日
記
に
写
す
行
為
は
、
差
し

出
し
た
書
状
の
記
録
と
違
い
、
長
崎
代
官
支
配
へ
と
交
代
し
た
最
初
の
異
国
船
対

応
の
事
例
へ
の
役
所
の
回
答
と
し
て
選
択
記
録
し
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
重
要
文

書
へ
の
検
索
・
接
続
利
便
を
考
え
た
も
の
と
い
え
る
。

お
わ
り
に
か
え
て　

宜
珍
の
病
と
日
記
、
文
書
作
成

　　

こ
れ
ま
で
三
章
に
わ
た
り
、
文
化
一
五
年
日
記
と
御
用
書
留
帳
、
出
勤
録
に
記

さ
れ
る
文
書
の
写
を
分
類
、
分
析
し
た
。
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
日
記
と
御
用
書
留

帳
に
は
数
多
く
の
文
書
や
書
状
が
写
さ
れ
て
お
り
、
唐
船
漂
着
な
ど
東
シ
ナ
海
に

面
し
た
大
江
組
の
地
理
的
特
徴
に
よ
る
御
用
が
多
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
な

か
で
江
月
院
一
件
は
、
高
浜
村
を
越
え
て
大
江
組
、
役
所
・
会
所
・
国
照
寺
を
巻

き
込
ん
だ
「
御
用
」
案
件
と
認
識
し
日
記
・
御
用
書
留
帳
に
書
き
留
め
ら
れ
連
携

し
て
い
た
。

　

つ
ぎ
の
上
津
深
江
一
件
と
崎
津
村
一
件
と
い
う
村
外
の
案
件
で
は
、
日
記
と
出

勤
録
と
別
冊
を
書
き
分
け
て
い
た
。
村
の
案
件
の
内
、
出
勤
し
た
庄
屋
へ
連
絡
さ

れ
た
の
は
年
貢
、
疱
瘡
、
災
害
な
ど
重
要
案
件
で
あ
り
、
一
方
出
勤
先
の
内
容
は
、

直
接
村
方
に
関
係
の
な
い
案
件
と
し
て
、
村
の
日
記
に
記
述
せ
ず
出
勤
録
・
別
冊

に
別
記
し
、
情
報
を
分
類
し
て
い
た
。
そ
し
て
白
帆
大
船
の
来
航
注
進
で
は
、
日

記
に
飛
脚
の
情
報
の
経
緯
を
述
べ
る
。
ま
た
日
記
に
本
文
が
写
さ
れ
た
「
異
船
取

斗
」
は
、
長
崎
代
官
支
配
へ
と
交
代
し
た
最
初
の
事
例
と
し
て
選
択
し
て
記
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
日
記
・
御
用
書
留
帳
・
出
勤
録
・
別
冊
・
文
書
原
本
と
書

き
分
け
連
携
す
る
、
庄
屋
が
収
集
し
た
情
報
の
大
系
の
実
態
と
い
え
る

　

文
化
一
五
年
は
、
宜
珍
六
五
歳
で
高
齢
者
と
い
え
る
年
齢
で
あ
っ
た
。
し
か
し

年
間
六
一
日
間
の
出
勤
に
も
従
事
し
て
お
り
順
調
に
庄
屋
を
勤
め
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
実
は
宜
珍
か
ら
順
一
郎
へ
の
庄
屋
交
代
は
、
健
康
上
の
問
題
も
あ
っ

二
四
四

京
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た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
日
記
か
ら
、
こ
の
年
の
宜
珍
の
病
気
の

様
子
を
追
っ
て
み
た
い
。
四
月
一
八
日
夜
半
頃
か
ら
ふ
る
え
大
熱
と
な
り
、
一
九

日
朝
ま
で
原
因
は
不
明
だ
が
本
性
を
保
て
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
朝
医
者
宮
田
氏

の
薬
を
用
い
た
が
、
そ
の
日
は
起
き
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
二
〇
日
は
、
疱
瘡

対
策
で
も
活
躍
し
頼
み
に
し
て
い
た
宮
田
氏
が
近
々
生
国
肥
後
へ
行
く
と
あ
り
、

三
〇
日
に
船
で
旅
立
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
追
い
打
ち
と
な
っ
た
か
、
五
月
四
日
に

は
病
気
の
た
め
上
津
深
江
一
件
の
取
斗
を
断
わ
る
。
七
日
の
書
状
に
は
そ
の
理
由

と
し
て
、「
私
儀
先
月
中
旬
ゟ
相
痛
今
以
快
無
御
座
、
此
体
ニ
て
ハ
当
分
共
起
立

候
程
も
難
斗
、
殊
ニ
以
甚
心
体
疲
至
而
耳
遠
ク
相
成
候
義
ニ
付
、
快
相
成
候
而
も
、

夏
中
ニ
共
出
勤
仕
候
様
相
成
間
敷
歟
ニ
奉
存
候
」
と
記
し
て
い
る
。
す
で
に
二
〇

日
程
た
つ
が
、
ま
だ
起
き
出
せ
ず
、
心
体
が
疲
れ
耳
が
遠
く
な
り
、
も
し
治
癒
し

て
も
夏
中
の
出
勤
は
難
し
い
と
す
る
。
一
七
日
に
は
、
耳
に
加
え
て
、
歯
も
強
く

痛
み
、
甚
だ
気
力
が
疲
れ
た
と
あ
る
。
九
日
の
虫
追
や
六
月
七
日
冨
岡
で
の
郡
中

臨
時
割
な
ど
は
病
気
で
欠
席
し
、
七
月
三
日
白
帆
船
が
来
航
し
た
際
、
西
平
峠
へ

の
確
認
も
順
一
郎
に
依
頼
、
一
〇
日
白
帆
船
注
進
の
御
褒
詞
の
御
礼
も
年
寄
代
を

派
遣
し
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
六
月
二
一
日
宮
田
氏
が
帰
村
し
見
舞
い
に
訪
れ
て
お
り
、
回
復
し
た

の
か
三
ヶ
月
ほ
ど
記
載
が
無
い
。
し
か
し
、一
〇
月
一
四
日
今
度
は
眼
病
と
な
り
、

眼
気
が
強
く
伏
せ
っ
て
お
り
、
や
っ
と
目
が
見
え
だ
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。
一
一

月
二
六
日
に
は
、
夏
以
来
病
後
疲
れ
の
上
、
最
近
風
邪
を
引
き
、
印
判
持
参
も
人

に
依
頼
す
る
状
況
で
、
一
二
月
七
日
病
中
の
た
め
、
順
一
郎
が
来
客
対
応
す
る
な

ど
様
々
な
病
気
に
襲
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
長
引
く
病
気
も
あ
っ
て
、
一
二
月
に

順
一
郎
へ
の
庄
屋
交
代
が
行
わ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
病
気
療
養
中
で
も
宜
珍
の
日
記
は
続
く
。
最
初
の
病
中

と
い
え
る
四
月
一
八
日
か
ら
七
月
一
〇
日
ま
で
、
日
記
に
は
文
書
一
三
件
、
書
状

一
一
点
、
計
二
四
点
を
写
し
、
御
用
書
留
帳
に
は
三
二
件
の
触
な
ど
を
書
き
留
め

て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
七
月
上
旬
の
白
帆
船
注
進
関
連
で
書
状
が
多
い
時
期

と
も
い
え
る
が
、
病
気
で
あ
っ
て
も
村
行
政
は
進
ん
で
い
く
。
こ
の
状
況
を
可
能

に
し
た
の
は
、
一
三
年
以
上
の
庄
屋
見
習
経
験
を
も
つ
順
一
郎
（
三
〇
歳
）
が
引

き
受
け
、
対
応
し
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
順
調
な
世
代
交
代
、
庄
屋
職
の
継
承
は
、
毎
日
の
日
記
作
成
、
記
述
と
御

用
書
留
帳
へ
の
文
書
の
写
、
文
書
原
本
へ
の
索
引
・
接
続
な
ど
、
庄
屋
の
情
報
の

大
系
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
も
一
因
と
い
え
る
。
今
後
は
、
次
代
の
順
一
郎
以
降

の
日
記
の
分
析
に
よ
り
、
こ
の
情
報
の
大
系
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
の
か
、

変
化
し
て
い
く
の
か
考
え
て
い
き
た
い
。

追
記　

史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
上
田
陶
石
合
資
会
社
、
岩
下
邦
明
所
長
、
田
中
光

德
氏
に
は
御
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
本
稿

は
二
〇
一
九
年
度JSPS

科
研
費18K

12502

「
近
世
村
落
文
書
の
目
録
再
編
成

に
よ
る
地
域
情
報
の
構
造
分
析
」（
研
究
代
表
者
東
昇
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。

（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
受
理
）

（
ひ
が
し　

の
ぼ
る　

文
学
部
准
教
授
）

（1）
東
昇
「
地
域
情
報
の
記
録
と
情
報
化―

日
記
・
文
書―

」『
近
世
の
村
と
地
域

情
報
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
四
七
頁
（
初
出
二
〇
一
二
年
）。

二
四
五

近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
庄
屋
日
記
と
御
用
書
留
帳
・
文
書
の
連
携



（2）
上
田
家
文
書
一
六―

二
二
〇
。
同
文
書
は
、
庄
屋
家
の
子
孫
に
あ
た
る
上
田
陶

石
合
資
会
社
（
熊
本
県
天
草
市
）
が
所
蔵
す
る
。
な
お
文
書
目
録
は
天
草
町
教
育

委
員
会
編
『
天
草
町
上
田
家
文
書
目
録
』（
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。
以
下
上
田

家
文
書
を
引
用
す
る
場
合
に
は
文
書
番
号
を
記
す
。

（3）
上
田
家
文
書
六―
二
二
。

（4）
上
田
家
文
書
三―

三
九
。

（5）
岩
城
卓
二
「
歴
史
資
料
と
し
て
の
手
紙
の
可
能
性
」『
歴
史
学
研
究
』

九
二
四
、二
〇
一
四
年
、
一
〇
～
一
八
頁
。

（6）
東
昇
「
近
世
後
期
天
草
郡
高
浜
村
に
お
け
る
村
民
褒
賞
と
文
書
群
の
形
成
」『
京

都
府
立
大
学
学
術
報
告
（
人
文
）』
七
一
、二
〇
一
九
年
、
二
一
九
～
二
三
九
頁
。

（7）
文
化
一
〇
年
長
崎
代
官
支
配
へ
変
更
の
際
、
旅
人
改
が
強
化
さ
れ
、
七
月
触

で
は
旅
人
取
締
方
と
し
て
、
船
揚
地
・
目
的
地
・
通
過
し
た
村
の
三
ヶ
所
で
文

書
を
作
成
し
綿
密
に
旅
人
を
監
視
す
る
条
項
が
あ
る
（
東
昇
「
肥
後
国
天
草
に

お
け
る
人
・
物
の
移
動―

旅
人
改
帳
・
往
来
請
負
帳
の
分
析―
」『
日
本
研
究
』

二
八
、二
〇
〇
四
年
、
三
〇
二
頁
）。

（8）
上
田
家
文
書
三―

一
～
七
六
、
追
加
二
・
三
。

（9）
安
藤
正
人
「
木
山
家
文
書
と
『
御
用
触
写
帳
』『
萬
覚
帳
』」
本
渡
市
教
育
委
員

会
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
一
、一
九
九
五
年
、
一
〇
～

一
六
頁
。

（10）
上
田
家
文
書
三―

三
九
。

（11）
本
渡
市
教
育
委
員
会
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』

三
、一
九
九
八
年
、
一
二
～
三
八
頁
。

（12）
「
出
勤
録
」
上
田
家
文
書
六―

無
番
号
。

（13）
上
田
家
文
書
一
〇―

四
五―

二
・
四
。

（14）
上
田
家
文
書
六―

無
番
号
。

（15）
東
昇
「
地
域
情
報
の
記
録
と
情
報
化―

日
記
・
文
書―

」、
六
六
頁
。

（16）
上
田
家
文
書
六―

無
番
号
。

（17）
上
田
家
文
書
一―

一
〇
七―

一
・
二
。

（18）
上
田
家
文
書
九―

四
五
、五―

二
一
六
。

（19）
大
橋
幸
泰
「
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
村
社
会
」『
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
史
の
研
究
』

東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
八
～
二
六
二
頁
（
初
出
一
九
九
一
年
）。

（20）
上
田
家
文
書
三―

三
九
。

（21）
東
昇
「
地
域
情
報
の
集
成
と
知
識
の
伝
播―

書
籍
に
よ
る
人
の
つ
な
が
り
」『
近

世
の
村
と
地
域
情
報
』、
二
三
二
頁
。

（22）
上
田
家
文
書
五―

一
四
一
。

（23）
上
田
家
文
書
五―

一
三
〇
～
一
四
六
。

（24）
大
橋
幸
泰
氏
は
「
寺
社
方
御
触
」
の
分
析
の
中
で
、「
異
国
船
方
御
触
」
の
存

在
を
指
摘
し
て
お
り
、
触
と
同
様
に
現
文
書
の
分
類
も
設
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る（
大
橋
幸
泰「
村
社
会
の
宗
教
情
勢
と
異
端
的
宗
教
活
動
」『
近
世
潜
伏
宗
教
論
』

校
倉
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
一
六
六
頁
）。

（25）
東
昇
「
異
国
船
と
船
頭
情
報
に
み
る
地
域
情
報
の
収
集
・
伝
達
」『
近
世
の
村

と
地
域
情
報
』、
一
一
八
～
一
四
九
頁
（
初
出
二
〇
一
三
年
）。 二

四
六

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
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